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道内景気は、緩やかに持ち直している。

需要面をみると、個人消費は、大型小売店販売額が前年を下回ったほか、自動車販売等で

駆け込み需要の反動減の影響が残っている。住宅投資は、前年を下回っている。設備投資

は、基調としては持ち直している。公共投資は、前年を下回っている。観光は、外国人観光

客の増加が続いている。輸出は、大洋州やアフリカ向けなどが減少した。

生産活動は下げ止まりの動きがみられる。雇用情勢は有効求人倍率、新規求人数ともに改

善が続いている。企業倒産は、件数、負債総額とも減少した。
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（資料：北海道経済産業局）

軽乗用車 小型車 前年比（右目盛） 普通車 
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（資料：�日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会）

①大型小売店販売額～２か月ぶりに減少

３月の大型小売店販売額（全店ベース、前

年比▲１１．９％）は、２か月ぶりに前年を下

回った。

百貨店（前年比▲１８．４％）、スーパー（同

▲９．８％）とも、衣料品、身の回り品、飲食

料品、その他のすべての品目で前年を下回っ

た

コンビニエンスストア（前年比＋２．１％）

は、１８か月連続で前年を上回った。

②乗用車新車登録台数～１２か月連続で減少

３月の乗用車新車登録台数は、２５，７１７台

（前年比▲８．６％）と１２か月連続で前年を下

回った。車種別では、普通車（同▲１．７％）、

小型車（同▲１９．５％）、軽乗用車（同▲３．７％）

いずれも減少した。

平成２６年度累計では、１７９，４０３台（前年比

▲９．８％）と４年ぶりに前年を下回った。普

通車（同▲８．３％）、小型車（同▲１３．３％）、

軽乗用車（同▲７．７％）いずれも前年を下

回った。

道内経済の動き
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その他 プロサッカー 総来場者（前年比、右目盛） プロ野球 
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持家 貸家 給与 前年比（右目盛） 分譲 
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（資料：国土交通省）
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③札幌ドーム来場者～３か月ぶりに増加

３月の札幌ドームへの来場者数は２５２千人

（前年比＋２９．９％）と３か月ぶりに前年を上

回った。内訳はプロ野球が２０１千人（同

＋２６．６％）、プロサッカーが２９千人（同

＋１４．５％）、その他が２２千人（同＋１２２．７％）

だった。

試合数はプロ野球が９試合（前年差▲１試

合）、プロサッカーは２試合（同±０試合）。

１試合あたり来場者数は、プロ野球が２２，３４２

人（前年比＋４０．６％）、プロサッカーが

１４，４８８人（同＋１４．５％）だった。

④住宅投資～２か月ぶりに減少

３月の新設住宅着工戸数は、２，２８４戸（前

年比▲５．７％）と２か月ぶりに前年を下回っ

た。利用関係別では、分譲（同▲３１．１％）、

貸家（同▲２．５％）、持家（同▲０．７％）いず

れも減少した。

平成２６年度累計では、３２，２２５戸（前年比

▲７．８％）と２年連続で前年を下回った。利

用関係別では、貸家（同＋１．８％）は増加し

たが、持家（同▲２０．３％）、分譲（同▲８．１％）

が減少した。

⑤民間設備投資～３か月ぶりに減少

３月の民間非居住用建築物着工床面積は、

５９，８３２㎡（前年比▲６７．５％）と３か月ぶりに

前年を下回った。業種別では、製造業（同

▲７８．６％）、非製造業（同▲６５．５％）いずれ

も前年を下回った。

平成２６年度累計では、１，７６８，８０６㎡（前年

比▲７．４％）と前年を下回った。業種別で

は、製造業（同＋３．９％）は前年を上回った

が、非製造業（同▲８．５％）は前年を下回っ

た。

道内経済の動き
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航空機 ＪＲ フェリー 前年比（右目盛） 
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（資料：法務省入国管理局）

⑥公共投資～２か月連続で減少

４月の公共工事請負金額は、１，４９２億円

（前年比▲７．７％）と２か月連続で前年を下

回った。

発注者別では、国（前年比＋１９．１％）、北

海道（同＋５．７％）は前年を上回ったが、市

町村（同▲２９．８％）が前年を下回った。

１～４月累計では、請負金額２，３５５億円

（前年比▲１６．８％）と前年を下回って推移し

ている。

⑦来道客数～５か月連続で前年を上回る

３月の国内輸送機関利用による来道客数

は、９７７千人（前年比＋０．２％）と５か月連続

で前年を上回った。輸送機関別では、JR

（同▲８．４％）、フェリー（同▲３．８％）が前年

を下回ったが、航空機（同＋０．９％）が前年

を上回った。

平成２６年度累計では、１２，３０８千人と前年を

０．３％上回った。

⑧外国人入国者数～２６か月連続で増加

３月の道内空港・港湾への外国人入国者数

は、８１，８５６人（前年比＋６４．２％）と２６か月連

続で増加した。平成２６年度累計では、

９３０，００１人（同＋３６．３％）と前年を上回っ

た。

３月の新千歳空港国際線の輸送旅客数は前

年に比べ５２．７％増加した。路線別では、台北

線、香港線、ソウル線などが増加した。

道内経済の動き
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輸出 輸入 輸出（前年比、右目盛） 輸入（同、同） 
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（資料：函館税関）
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⑨貿易動向～輸出は２か月連続で減少

３月の道内貿易額は、輸出が前年比２２．４％

減の４０３億円、輸入が同３１．２％減の１，１５５億円

だった。

輸出は、鉄鋼や石油製品、船舶などが減少

し、２か月連続で前年を下回った。輸入は、

製油所の再編から原油及び粗油が大幅に減少

するなどし、１２か月連続で前年を下回った。

⑩鉱工業生産～２か月ぶりに上昇

３月の鉱工業生産指数は９７．９（前月比

＋０．８％）と２か月ぶりに上昇した。前年比

（原指数）では▲４．２％と１２か月連続で低下し

た。

業種別では、前月に比べ、鉄鋼業、金属製

品工業など１０業種が低下したが、食料品工

業、電気機械工業、輸送機械工業など６業種

が上昇した。

⑪雇用情勢～改善が続く

３月の有効求人倍率（パートを含む常用）

は０．９０倍（前年比＋０．０８ポイント）と６２か月

連続で前年を上回った。

新規求人数は、前年比６．２％の増加とな

り、６２か月連続して前年を上回った。業種別

では、医療・福祉（前年比＋１０．２％）、卸売

業・小売業（同＋１０．９％）、情報通信業（同

＋３２．３％）などが増加した。

道内経済の動き
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現金給与総額（前年比・右目盛） 現金給与総額 きまって支給する給与 
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（資料：総務省、北海道）

⑫名目賃金指数～前年比横ばい

２月の名目賃金指数は、現金給与総額が

８６．７（前年比±０．０％）となり、前年と同水

準だった。現金給与総額のうち、きまって支

給する給与は１００．１（同▲１．４％）となり、１４

か月ぶりに前年を下回った。

⑬倒産動向～件数、負債総額とも減少

４月の企業倒産は、件数が２４件（前年比

▲２５．０％）、負債総額が４２億円（同▲６１．４％）

となった。件数は２か月連続で減少、負債総

額は３か月ぶりに前年を下回った。

業種別では、サービス・他が７件、製造業

が５件などとなった。

⑭消費者物価指数～２３か月連続で上昇

３月の消費者物価指数（生鮮食品を除く総

合指数）は１０３．７（前年比＋１．６％）と、２３か

月連続で前年を上回った。

１０大費目別では、光熱・水道（前年比

▲１．１％）が前年を下回り、交通・通信（同

±０．０％）は前年と変わらなかった。一方、

食料（同＋３．７％）、教養・娯楽（同＋３．９％）

など８費目が前年を上回った。

道内経済の動き
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１．従業員の過不足感

雇用人員判断DI（△３３、「過剰企業の

割合」－「不足企業の割合」）は前年同

期より４ポイント低下した。平成４年

（△４０）以来２３年ぶりのマイナス水準と

なり、人手不足感が一段と強まってい

る。

２．新規採用状況

今春に「新規採用した企業」（４３％）は

前年より１ポイント上昇した。採用予定

人数に対する充足率は、「予定どおり」

の企業（５５％）が前年より１２ポイント低

下し、新卒採用の難易感が増している。

３．今後１年間の従業員の増減見通し

雇用方針DI（＋２４、「増員する企業の

割合」－「減員する企業の割合」）は前

年同期より１ポイント上昇した。２年連

続で全業種がプラス水準となり、人員確

保の動きが続く見込みである。

特別調査

人手不足感は一段と強まる
平成２７年度道内企業の新規採用と雇用動向

要 約

＜図１＞従業員の過不足感（雇用人員判断DIの推移）

＜図２＞新規採用状況（新規採用実施企業の割合）

＜図３＞今後１年間の従業員の増減見通し（雇用方針DIの推移）
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調査の目的と対象
アンケート方式による道内企業の経営動向把握。

調査方法
調査票を配付し、郵送または電子メールにより回
収。

調査内容
平成２７年度の新規採用と雇用動向について

回答期間
平成２７年２月中旬～３月中旬
本文中の略称
雇用人員判断DI
「過剰企業の割合」－「不足企業の割合」
雇用方針DI
「従業員を増員する割合」ー「従業員を減員す
る割合」

地域別回答企業社数

業種別回答状況

〈表１〉項目別の要点

（項 目） 要 点

�従業員の過不足感 全産業の雇用人員判断DI（△３３）は前年比４ポイント低下。運輸
業（△６０）、ホテル・旅館業（△５３）などで特に不足感が強まる。

�新規採用状況 採用した企業は（４３％）は前年に比べ１ポイント上昇。非製造業
（４２％）は２ポイント低下したが、製造業（４５％）は９ポイント上昇。

�新規採用内定者の評価 「良い人材を採用できた」企業（５５％）は前年比１ポイント上
昇。

�採用予定人数に対しての充足率 「予定どおり」の企業（５５％）は１２ポイント低下し、新卒採用の難易感が増している。
ホテル・旅館業（２７％）、卸売業（４４％）などでは「予定どおり」が半数を下回る。

�採用する際の重視項目 「協調性」（８６％）が１０ポイント上昇。以下「積極性」（７８％）、「責
任感」（６６％）と続く。

�企業の新規採用決定要因 「将来の人手不足に備える」（５５％）が前年比７ポイント上昇し最
多。

�新規採用実施企業の中途採用計画 「必要あれば随時実施」する企業（７８％）は前年比２ポイント上
昇。

	新規採用しなかった企業の理由 「随時、中途採用する」企業（５６％）が最多。「現従業員で十分」
（３８％）が続く。


今後一年間の従業員の増減見通し 全産業の雇用方針DI（＋２４）は前年比１ポイント上昇し、人員確保の動きが続く。
建設業（＋３０）、卸売業（＋２６）、運輸業（＋２６）などが高い。

企業数 構成比 地 域
全 道 ４５１ １００．０％
札幌市 １７５ ３８．８ 道央は札幌市を除く石狩、後志、

胆振、日高の各地域、空知地域南部道 央 ９６ ２１．３
道 南 ４０ ８．９ 渡島・檜山の各地域
道 北 ６７ １４．９ 上川・留萌・宗谷の各地域、空知地域北部

道 東 ７３ １６．２ 釧路・十勝・根室・オホーツクの各地域

調査企業社数 回答企業社数 回答率
全 産 業 ６９２ ４５１ ６５．２％
製 造 業 ２０３ １２１ ５９．６
食 料 品 ７２ ４０ ５５．６
木 材 ・ 木 製 品 ３４ ２２ ６４．７
鉄鋼・金属製品・機械 ５８ ３５ ６０．３
そ の 他 の 製 造 業 ３９ ２４ ６１．５
非 製 造 業 ４８９ ３３０ ６７．５
建 設 業 １２７ ９３ ７３．２
卸 売 業 １０５ ７１ ６７．６
小 売 業 ９２ ５５ ５９．８
運 輸 業 ５０ ３９ ７８．０
ホ テ ル ・ 旅 館 業 ３４ ２１ ６１．８
その他の非製造業 ８１ ５１ ６３．０

調 査 要 項

特別調査

― ７ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１５年６月号

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙１５０　本文１３３／Ｎｏ．２２７／本文　※柱に注意！／００６～０００　特別調査  2015.04.24 17.39.04  Page 7 



＜図4＞従業員の過不足感（雇用人員判断DI） 
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＜図5＞新規採用状況 

0 20 40 60 80 100％ 0 20 40 60 80 100％ 前年 
採用企業 

前年 
採用企業 

36

38

20

40

45

44

45

45

43

25

57

46

28 3

45
55

14 19 11

42
58

12
製 造 業 非製造業 

食 料 品  建 設 業 

卸 売 業 

小 売 業 

運 輸 業 

ホテル・旅館業 

木材・木製品 

鉄鋼・金属 
製品・機械 

その他の 
製 造 業 

採用した その他の 
非製造業 

採用しない 

採用数を増やした 

採用数は変わらない 

採用数を減らした 

40 6

46
54

6 18 23

47
53

29

38
62

9

19

50
50

31

24

46
54

13 9

15 15

40
60

10

17 10

46
54

19

24 7

31
69

21

57
43

15 21

17 7

39
61

15

 

21 9

43

13
57

23 8

42

11
58

全 産 業  

今　　年 

前　　年 

0 20 40 60 80 100％ 

特別調査

― ８ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年６月号

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙１５０　本文１３３／Ｎｏ．２２７／本文　※柱に注意！／００６～０００　特別調査  2015.04.24 17.39.04  Page 8 



（項 目） 全産業 製造業 非製造業食料品 木材・
木製品

鉄鋼・金
属製品・
機械

その他の
製造業 建設業 卸売業 小売業 運輸業 ホテル・

旅館業
その他の
非製造業

�良い人材を採用できた ５５
（５４）

５８
（４８）

４１
（４３）

４３
（５０）

７７
（４０）

７３
（６７）

５３
（５６）

５９
（６０）

４８
（４４）

５２
（６３）

５０
（７１）

４５
（４２）

５８
（６０）

�従来と変わらない ３８
（４２）

４０
（４８）

５９
（４３）

４３
（５０）

２３
（６０）

２７
（３３）

３８
（４０）

３１
（３５）

４５
（５２）

３９
（３３）

４２
（２９）

４５
（５８）

３２
（３６）

�良い人材を採用できず ７
（４）

２
（４）

－
（１４）

１４
（－）

－
（－）

－
（－）

９
（４）

１０
（５）

７
（４）

９
（４）

８
（－）

１０
（－）

１０
（４）

（項 目） 全産業 製造業 非製造業食料品 木材・
木製品

鉄鋼・金
属製品・
機械

その他の
製造業 建設業 卸売業 小売業 運輸業 ホテル・

旅館業
その他の
非製造業

�予定どおり ５５
（６７）

６４
（７２）

６０
（６６）

７２
（５０）

４６
（８０）

８２
（７８）

５２
（６６）

６１
（７１）

４４
（７４）

５６
（５９）

６６
（１００）

２７
（４２）

４２
（６０）

�９割台 ９
（７）

２
（７）

６
（７）

－
（－）

－
（７）

－
（１１）

１１
（７）

５
（３）

１９
（４）

１２
（１１）

－
（－）

９
（８）

２１
（１２）

�７～８割台 １９
（９）

２０
（９）

２２
（７）

１４
（５０）

３１
（－）

９
（１１）

１９
（９）

８
（５）

２６
（９）

２０
（７）

１７
（－）

４６
（４２）

１６
（８）

�５～６割台 ９
（１２）

１０
（５）

６
（－）

１４
（－）

１５
（１３）

９
（－）

９
（１４）

１６
（１５）

１１
（１３）

４
（１９）

－
（－）

－
（８）

１１
（１６）

�３～４割台 ４
（２）

４
（５）

６
（１３）

－
（－）

８
（－）

－
（－）

４
（１）

５
（３）

－
（－）

－
（－）

１７
（－）

９
（－）

－
（－）

�１～２割台 ２
（１）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

２
（１）

－
（－）

－
（－）

４
（４）

－
（－）

９
（－）

５
（－）

�１割未満 ２
（２）

－
（２）

－
（７）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

３
（２）

５
（３）

－
（－）

４
（－）

－
（－）

－
（－）

５
（４）

〈表２〉新規採用内定者の評価
（単位：％）

（ ）内は前年実績

〈表３〉採用予定人数に対しての充足率
（単位：％）

（ ）内は前年実績

※〈表２〉～〈表６〉は今春に新規採用を実施した企業（回答数１９１社）の数値である。
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（項 目） 全産業 製造業 非製造業食料品 木材・
木製品

鉄鋼・金
属製品・
機械

その他の
製造業 建設業 卸売業 小売業 運輸業 ホテル・

旅館業
その他の
非製造業

�協調性
①
８６
（７６）

①
８２
（７１）

①
８３
（６９）

②
６７
（７５）

①
９２
（８０）

①
８２
（５６）

①
８７
（７８）

①
８８
（７７）

①
８９
（７７）

①
８４
（７３）

②
７５
（７５）

①
８３
（９２）

①
９５
（８０）

�積極性
②
７８
（７５）

②
７３
（８０）

③
６７
（８８）

②
６７
（７５）

②
８５
（８０）

②
７３
（６７）

②
７９
（７３）

②
８１
（６７）

②
７８
（７７）

③
７２
（７７）

①
９２
（８８）

②
７５
（８５）

③
８４
（６４）

�責任感
③
６６
（７０）

③
６５
（６６）

６１
（６３）

①
８９
（５０）

③
５４
（６７）

６４
（７８）

６６
（７１）

③
７３
（５９）

４８
（７７）

６４
（６５）

５０
（８８）

③
６７
（７７）

②
９０
（８０）

�コミュニケーション能
力 ６４

（５５）
４９
（４６）

５６
（５０）

３３
（１００）

③
５４
（３３）

４６
（３３）

③
７０
（５８）

７１
（６２）

③
６７
（６９）

②
８０
（４２）

５８
（６３）

５８
（５４）

７４
（６０）

�誠実性 ６０
（６１）

６３
（６８）

①
８３
（８１）

５６
（５０）

③
５４
（６７）

４６
（５６）

６０
（５８）

５１
（５９）

５９
（４６）

③
７２
（６５）

②
７５
（３８）

③
６７
（７７）

４７
（６０）

�一般常識 ３８
（４３）

４３
（３２）

５６
（４４）

１１
（２５）

２３
（２７）

②
７３
（２２）

３６
（４６）

３７
（４９）

２６
（５８）

３６
（２７）

２５
（２５）

５０
（３９）

４７
（６０）

�自立性 ２６
（２７）

２２
（３０）

３９
（３１）

１１
（２５）

１５
（２７）

９
（３３）

２７
（２６）

２０
（２１）

４４
（３５）

２０
（３５）

２５
（３８）

２５
（２３）

３２
（１２）

	専門知識 １４
（１８）

８
（１８）

－
（１３）

２２
（－）

－
（１３）

１８
（４４）

１７
（１８）

２７
（２６）

７
（８）

１６
（１２）

８
（２５）

－
（－）

２６
（２８）


地元出身者である ７
（１１）

１０
（１１）

６
（１９）

１１
（２５）

２３
（－）

－
（１１）

６
（１１）

１２
（１５）

４
（８）

４
（１５）

８
（１３）

－
（－）

－
（８）

�リーダーシップ ６
（９）

６
（９）

１１
（６）

－
（２５）

－
（７）

９
（１１）

７
（９）

５
（８）

４
（４）

８
（１９）

８
（１３）

－
（８）

１６
（４）

�学業成績 ６
（８）

６
（９）

６
（－）

１１
（２５）

８
（２０）

－
（－）

６
（７）

１２
（８）

－
（８）

８
（４）

－
（－）

－
（－）

５
（１６）

公的資格がある ５
（６）

－
（２）

－
（－）

－
（－）

－
（７）

－
（－）

７
（７）

１０
（８）

４
（４）

４
（８）

１７
（２５）

－
（－）

５
（８）

�その他 ３
（２）

２
（－）

－
（－）

－
（－）

８
（－）

－
（－）

３
（２）

－
（－）

－
（－）

８
（４）

－
（－）

－
（－）

１１
（８）

〈表４〉採用する際の重視項目（複数回答）
（単位：％）

○内数字は業種内の順位 （ ）内は前年実績

特別調査
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（項 目） 全産業 製造業 非製造業食料品 木材・
木製品

鉄鋼・金
属製品・
機械

その他の
製造業 建設業 卸売業 小売業 運輸業 ホテル・

旅館業
その他の
非製造業

�将来の人手不足に備
える

①
５５
（４８）

②
５４
（４２）

①
５０
（４４）

①
５６
（８０）

①
５４
（３３）

②
５８
（３３）

①
５５
（５０）

①
６０
（６７）

②
５０
（４１）

②
４０
（４２）

②
５５
（８８）

①
５８
（４６）

①
７０
（３３）

�年齢構成の改善を図
る

②
５４
（５２）

①
５８
（６２）

①
５０
（５６）

①
５６
（４０）

①
５４
（８０）

①
７５
（５６）

②
５２
（４８）

②
５５
（６２）

①
５７
（４１）

①
４８
（３９）

①
６４
（２５）

１７
（４６）

②
６０
（５４）

�業績の推移を重視
③
４０
（４２）

③
３７
（４０）

２８
（２５）

３３
（６０）

③
４６
（４０）

③
４２
（５６）

③
４１
（４２）

②
５５
（５１）

③
３９
（５６）

２８
（２３）

③
２７
（２５）

②
４２
（３９）

③
４０
（４２）

�人材確保の好機であ
る ３２

（３０）
３３
（３３）

①
５０
（２５）

１１
（２０）

３１
（４０）

２５
（４４）

３１
（２９）

２６
（２３）

２９
（７）

②
４０
（３９）

１８
（５０）

②
４２
（３９）

３５
（４２）

�事業の拡大を図る ２２
（１４）

１７
（１１）

１１
（１９）

③
４４
（－）

２３
（７）

－
（１１）

２４
（１５）

２１
（１３）

２９
（２２）

２８
（１９）

③
２７
（－）

－
（－）

３０
（１７）

�生産販売部門の強化
を図る ２１

（２４）
２５
（３１）

２２
（３１）

２２
（６０）

２３
（２０）

３３
（３３）

２０
（２２）

１２
（１３）

２９
（４８）

３６
（１５）

９
（１３）

８
（－）

１５
（２９）

�退職者の補充にとど
める ２０

（１９）
２５
（３１）

２８
（３８）

－
（－）

３９
（２０）

２５
（５６）

１７
（１５）

１４
（８）

１８
（２６）

２０
（１５）

③
２７
（－）

３３
（２３）

５
（１７）

	景気動向を重視 １４
（１５）

１４
（２０）

１７
（１３）

１１
（４０）

８
（１３）

１７
（３３）

１５
（１４）

２６
（２３）

７
（１１）

１２
（４）

９
（－）

２５
（３１）

－
（８）


その他 １
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

１
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

５
（－）

（項 目） 全産業 製造業 非製造業食料品 木材・
木製品

鉄鋼・金
属製品・
機械

その他の
製造業 建設業 卸売業 小売業 運輸業 ホテル・

旅館業
その他の
非製造業

�必要あれば随時、中途
採用をする

７８
（７６）

７２
（７８）

６５
（７５）

７８
（１００）

９２
（７３）

５８
（７８）

８０
（７５）

７１
（７９）

８６
（７０）

８８
（７０）

７３
（７５）

８２
（７７）

８０
（７９）

�中途採用はしない ６
（５）

１０
（２）

１２
（６）

－
（－）

－
（－）

２５
（－）

４
（７）

１０
（３）

３
（４）

－
（１５）

－
（２５）

－
（－）

５
（４）

�未定 １６
（１９）

１８
（２０）

２３
（１９）

２２
（－）

８
（２７）

１７
（２２）

１６
（１８）

１９
（１８）

１１
（２６）

１２
（１５）

２７
（－）

１８
（２３）

１５
（１７）

〈表５〉企業の新規採用決定要因（複数回答）
（単位：％）

○内数字は業種内の順位 （ ）内は前年実績

〈表６〉新規採用実施企業の中途採用計画
（単位：％）

（ ）内は前年実績

特別調査
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（項 目） 全産業 製造業 非製造業食料品 木材・
木製品

鉄鋼・金
属製品・
機械

その他の
製造業 建設業 卸売業 小売業 運輸業 ホテル・

旅館業
その他の
非製造業

�随時、中途採用する
①
５６
（５２）

①
５３
（４０）

①
５２
（３６）

②
５０
（３２）

①
５２
（４８）

①
５８
（４６）

①
５７
（５８）

①
５０
（５０）

①
５６
（４１）

①
４３
（６３）

①
７４
（７７）

①
５６
（６０）

①
６５
（６９）

�現従業員で十分
②
３８
（３８）

②
３９
（３９）

②
４３
（４８）

①
６０
（２６）

②
２９
（３０）

②
３３
（５５）

②
３８
（３７）

２５
（１８）

②
５１
（５６）

①
４３
（５４）

③
２２
（２３）

③
４４
（７０）

②
４５
（２４）

�教育・訓練に時間がか
かる

③
１５
（１１）

１１
（８）

１０
（４）

－
（１１）

１９
（４）

８
（１８）

③
１６
（１３）

②
３１
（２１）

５
（１５）

１１
（６）

②
２６
（１４）

－
（１０）

７
（７）

�募集したが、人材がい
なかった １３

（１２）
１３
（１０）

１０
（－）

－
（２６）

③
２４
（１３）

８
（－）

１４
（１３）

③
２７
（２５）

７
（６）

１１
（９）

４
（９）

－
（１０）

③
１６
（１０）

�パート・アルバイトを
活用する １２

（１８）
１３
（１７）

③
２４
（２０）

１０
（１６）

５
（１３）

８
（１８）

１２
（１８）

４
（９）

５
（６）

③
２９
（４３）

－
（５）

①
５６
（３０）

③
１６
（２１）

�採用する余裕がない １２
（９）

③
１６
（１０）

１０
（１６）

③
２０
（１１）

１９
（９）

③
１７
（－）

１１
（８）

１５
（７）

１５
（１５）

１８
（９）

－
（－）

－
（－）

７
（１０）

�その他 ４
（５）

２
（３）

－
（４）

－
（－）

５
（４）

－
（－）

５
（６）

６
（１４）

２
（３）

４
（３）

１１
（５）

－
（－）

３
（３）

（項 目） 全産業 製造業 非製造業食料品 木材・
木製品

鉄鋼・金
属製品・
機械

その他の
製造業 建設業 卸売業 小売業 運輸業 ホテル・

旅館業
その他の
非製造業

	増員する ３０ ２７ ３０ ２３ ２８ ２１ ３２ ３７ ２９ ２０ ３１ １９ ４３


変わらない ６４ ６３ ６３ ６３ ６１ ７１ ６２ ５６ ６８ ７５ ６４ ７２ ５３

�減員する ６ １０ ７ １４ １１ ８ ６ ７ ３ ５ ５ ９ ４

雇用方針DI（A－C） ２４ １７ ２３ ９ １７ １３ ２６ ３０ ２６ １５ ２６ １０ ３９

前年同時期DI ２３ １７ ７ ２５ ３０ ５ ２５ ３１ ２９ １５ １９ １４ ３１

〈表７〉新規採用しなかった企業の理由（複数回答）
（単位：％）

○内数字は業種内の順位 （ ）内は前年実績

※〈表７〉は今春に新規採用を実施しなかった企業（回答数２５３社）の数値である。

〈表８〉今後１年間の従業員の増減見通し
（単位：％）

特別調査
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今回の調査では、企業の人手不足感が一段と強まったことを受け、今後も人員を増やす動

きが続く見通しとなりました。しかし、少子化による若年層の減少や大手企業の新卒者採用

人数増加の影響から、道内の中小企業では求める人材の確保が難しくなっています。就職希

望者が減少している建設業や運輸業などからは、業界全体で対策に取り組むべきとの声が聞

かれます。また、福利厚生を充実させるなど、従業員満足度を高めて他社との差別化を図ろ

うとする動きも見られます。

以下に企業から寄せられた生の声を紹介いたします。

＜食肉加工業＞ 製造パート職員が高齢とな

り今後退職が見込まれるが、それを補充する

人員の確保は難しい。時給も上昇しており、

利益確保をどのようにしていくかが課題。

＜水産加工業＞ 求人に対する応募がほとん

どなく、人員の確保に苦慮している。また、

採用後長続きしないことも多く、経営上の

ウィークポイントとなっている。

＜酒類製造業＞ 経済環境が回復傾向をたど

る中で人手不足の問題が顕在化し、労働者の

賃金についても上昇傾向。量よりも質を重視

して必要な人材を確保していく。

＜機械器具製造業＞ 得意先の業界が縮小し

ており、長期的には会社をスリムにする必要

がある。しかし、団塊世代の社員が一斉に退

職して会社の中核となる人材が居なくなるの

で、若手の採用と育成が急がれる。

＜機械器具製造業＞ 今春は新規採用を行わ

なかったが、技術を承継していく必要性があ

ることから、今後の中途採用を計画してい

る。

＜コンクリート製品製造業＞ いわゆる３K

業界に属する当社では新規採用はかなり難し

い。地方では若い労働力が都市へ流出してお

り、人材を確保することがとても困難であ

る。

＜建設業＞ 公共事業は２年ほど好調だった

が、今年度はその反動により減少が予想され

る。年齢構成などを考慮すると定期的に新規

採用すべきと思うが、現在の事業環境では積

極的な雇用には踏み切れない。

＜建設業＞ 目標の工事完工額を達成するた

めに必要な技術者数が不足している。新規採

用、中途採用の両面から人材を獲得すべく行

動している。

＜建設業＞ 昨年、今年と新卒者の求人活動

をしたが、応募者がなく採用に至らなかっ

た。建設業に就職を希望する人の減少を食い

止めるための工夫を業界全体でしていかなけ

ればならない。

＜建設業＞ 少子化の影響と建設業の慢性的

な人手不足により新入社員の確保が難しい。

初任給の増額も含めて検討している。

経営のポイント

若年層減少で急がれる企業の対策
〈企業の生の声〉
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＜建設業＞ 昨今の受注増加から、定年と

なった資格保有者を個別に再雇用して技術者

不足をしのいでおり、人件費増加の要因に

なっている。一方、新入社員は業種柄定着率

が悪く、職員の定着に向けた取り組みが課題

である。

＜管工事業＞ 次代の技術者確保に不安を

持っていたが、これまでは受注状況などから

新規採用に及び腰だった。経営環境は引き続

き厳しいが、好決算が見込まれる今期に採用

を行って人材を補充・育成することが適切と

判断した。

＜電気通信工事業＞ 新分野での受注拡大を

図るために、優秀な人材を採用し育成するこ

とは重要な経営課題。しかし、大手企業が採

用を積極化しており、中小企業にとっては新

卒採用のハードルが高くなってきている。

＜鋼材卸売業＞ 新卒採用を中断していたこ

とで年齢構成にひずみがあることから、継続

的な採用を心がけたい。営業力の強化を図る

ため、営業職の採用を常に念頭に置いてい

る。

＜鋼材卸売業＞ 昨年と今年では採用環境が

大きく変化している。これまでは募集をすれ

ばどうにか必要な人材を採用することができ

たが、今年はなかなか採用まで至らずに苦労

した。

＜建材卸売業＞ 高齢化が進んできているの

で次の担い手を探しているが、新卒では求め

る人材がおらず、中途採用でもなかなか見つ

からない状況である。

＜機械器具卸売業＞ 東京五輪や震災復興に

伴う受注量拡大を図るため、新規採用は当面

は積極的に行い人材を確保していく。

＜作業用品卸売業＞ 業績の見通しに合わせ

て必要人員を随時中途採用していく。短期間

で育成可能な人材を求めており、新卒採用は

原則として考えていない。

＜包装資材卸売業＞ 将来的に会社の運営を

担える層が薄く、中堅の「期待できる人材」

の確保が喫緊の課題となっている。その次を

担う若年層は時間をかけて育成していきた

い。

＜小売業＞ 少子化や大手企業の採用拡大に

より、当社が求める人材の確保が難しくなり

つつある。新卒者向けの情報提供を充実させ

入社後のミスマッチを防ぐとともに、勤務体

系を見直して採用マーケットでの差別化を図

る。

＜コンビニエンスストア＞ 福利厚生の充実

など働きやすい環境であることをPRし人員

を勧誘していく。また、人件費対策として、

メリハリをつけた成果給制を明確にする。

＜ガソリンスタンド＞ 求める人材の確保が

難しいことは否めないが、会社の将来を考え

て新規採用は毎年進めていく。高齢の社員が

多くなっており、世代交代をスムーズに進め

ていきたい。

＜自動車販売店＞ 当業界を目指す若者が

減ってきており、エンジニアの採用は年々厳

しくなってきている。将来が非常に心配。

経営のポイント

― １４ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年６月号
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＜作業用品店＞ 人手不足が続いており、今

年の新卒採用は頑張らないと予定人数の採用

が難しいと思われる。予算はそれほど掛けら

れないため、状況を的確に把握しながら知恵

を絞って採用活動を行っていく。

＜運輸業＞ 社会情勢が大きく変化し、現業

部門での仕事は敬遠される傾向が強い。この

ままでは社会インフラとしての物流を維持し

ていくことは危ういと思っている。

＜運輸業＞ 物流輸送が国内の経済や国民生

活にどのような形で重要な役割を果たしてい

るか、若い世代に理解してもらうための取り

組みを、業界全体で考えていく必要がある。

＜運輸業＞ 新規採用時の職種をドライバー

として募集したところ、応募人数が激減し

た。ドライバーは若者の職業選択肢から外れ

ている印象がある。

＜観光ホテル＞ 都会から離れたところに立

地しており人材確保には非常に苦慮してい

る。採用意欲はあるが、応募者が集まらない

ことで人員不足になっている現状。

＜建設コンサルタント＞ 新卒採用が難しい

上に中途採用においても苦戦を強いられてい

る。企業側が従業員満足度を意識しなければ

淘汰される時代になったと感じている。

＜廃棄物処理業＞ 欠員補充は中途採用を基

本としてきたが、近年は採用枠を満たさなく

なってきたことから、新卒採用を本格的に

行っていく。一方で定年後再雇用の希望者も

多く、一時的に要員が増加してコスト高と

なっている。

＜建設機械器具リース＞ 労務人員は経験者

を中途採用しているが、コスト圧縮の見地か

ら、将来的には新卒者を採用して教育の充実

により社員の定着率を上げていきたい。

経営のポイント

― １５ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１５年６月号
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前稿（２０１５年４月号）では、信託制度の概要について解説しました。本稿では一般社団法人制

度の概要と、信託・一般社団法人の課税関係について解説します。

◎一般社団法人制度の概要

【公益法人制度改革】

従来の制度では税制上の優遇措置を受けることができる公益法人（社団法人、財団法人）を設

立するためには、主務官庁によって公益性が認められなければ設立許可がおりず、設立のハード

ルが非常に高いものでした。

しかし、この旧民法の公益法人制度についての抜本改革として、平成２０年１２月１日に「一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のいわゆる公益法人関連三法が施行

されたことにより、営利を目的としない社団と財団については、法人が行う事業の公益性の有無

に関わらず、登記のみによって簡便に法人格を取得することが可能になりました。

また、これらの法律によって、一般社団法人は、公益法人制度上は、公益認定を受けた「公益

社団法人」と公益認定を受けていない「一般社団法人」の二類系に分類されることとなり、税務上

は、制度上の分類のほかに、一般社団法人について、さらに「非営利型法人」と「普通法人」の２つ

に分類されることとなりました。税務上の非営利型法人とは、次のいずれかの法人をいいます。

（１）非営利徹底型：剰余金の分配を行わない旨が定款において定められているなど特定の者に

利益を与えない法人

（２）共益型：法人の会員共通の利益を図る活動を行う法人

税務上の分類は次の図のようなイメージとなります。

本稿では普通法人型の一般社団法人を前提として解説を進めていきます。

経営のアドバイス

「信託」「一般社団法人」を
活用した相続・贈与・事業承継

あすか税理士法人 代表社員税理士
法学博士 川股 修二
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【一般社団法人の特徴】

一般社団法人は従来の社団法人とは異なり、主務官庁から認可を受ける必要はなく、事業内容

に公益性がなくても、登記申請のみで設立することが可能です。また、社員が最低２人で設立が

可能であり、社員となる資格には制限はなく、自然人はもちろん、株式会社等の法人も社員とな

ることができます。

一般社団法人は株式会社とは異なり資本制度を持たないことから、資本金の払込みを要せず、

設立に際して金銭の拠出も必要としません。そして、一般社団法人の一番大きな特徴は、持分が

ない非営利法人であるということです。ここでいう非営利とは、お金儲けをしてはならないとい

う意味ではなく、利益（剰余金）の分配を目的としないという意味です。株式会社が利益を株主

に配当という形で分配することができるのに対して、一般社団法人は法人の利益を構成員に分配

することができません。このような法人を非営利法人といいます。

【社員・機関設計】

１．社員

一般社団法人における「社員」とは、会社の従業員という意味で使われる社員とは異なり、

「一般社団法人の構成員」のことをいいます。設立時には最低２人の社員が必要ですが、設立後

は１人になっても構いません。ただし、社員がゼロとなってしまうと一般社団法人は解散するこ

ととなるため、株式会社等の法人を社員に加えておけば、自然人である社員全員が死亡したとし

ても、一般社団法人を存続させることができます。

２．機関設計

一般社団法人は、社員で構成する「社員総会」と「理事」を必ず置かなければなりません。こ

のほか、定款の定めによって、それぞれ「理事会」「監事」「会計監査人」を置くことができます。

（１）社員総会

社員総会は、理事や監事の選任・解任等を行う、一般社団法人の最高意思決定機関であり、株

式会社における株主総会のようなものです。社員の議決権は、原則として１人１議決権です。た

だし定款で別段の定めをすることもできます。

（２）理事

理事とは、株式会社における取締役の立場で、一般社団法人の業務を執行する役割を果たす者

のことをいいます。一般社団法人には理事は必置ですが、理事会を設置する場合には、必ず３人

以上の理事を置かなければなりません。理事は、原則として代表権を持ちますが、代表理事を定

めた場合には、代表理事が代表権を持つことになります。

（３）その他の機関

社員総会、理事以外にも定款の定めにより、理事会、監事または会計監査人を置くことができ

ます。監事は株式会社における監査役のようなものです。理事会を設置する場合と会計監査人を

設置する場合には、監事を置く必要があり、大規模一般社団法人（貸借対照表の負債の額の合計
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額２００億円以上の一般社団法人）は、会計監査人を置く必要があります。

よって、一般社団法人の機関設計は次の①から⑤までの５通りとなります。

① 社員総会＋理事

② 社員総会＋理事＋監事

③ 社員総会＋理事＋会計監査人＋監事

④ 社員総会＋理事＋理事会＋監事

⑤ 社員総会＋理事＋理事会＋監事＋会計監査人

（４）一般社団法人の役員

一般社団法人では、理事と監事が一般社団法人の役員になります。この役員の任期は、理事が

選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで（定

款又は社員総会の決議によって、任期の短縮が可能）、監事の任期は、選任後４年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされています（定款によっ

て、その任期を選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終

結の時までとすることを限度として短縮が可能）。

【一般社団法人の設立】

１．設立の流れ

一般社団法人を設立する際の手続きの流れは、次の通りです。

なお、①及び②は設立時社員（法人成立後最初の社員となる者２名以上）が行います。

①定款を作成し、公証人の認証を受ける。

②設立時理事（設立時監事や設立時会計監査人を置く場合はこれらの者）の選任を行う。

③設立時理事（設立時監事が置かれている場合は、その者）が、設立手続の調査を行う。

④法人を代表すべき者（設立時理事又は設立時代表理事）が、法定の期限内に、主たる事務所

の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

２．定款の記載事項

（１）必要的記載事項

一般社団法人の定款には、次の①から⑦までに掲げる事項を記載（記録）しなければならない

こととされています。

①目的

②名称

③主たる事務所の所在地

④設立時の社員の氏名及び住所

⑤社員の資格の得喪に関する規定
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⑥公告方法

⑦事業年度

なお、監事、理事会または会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要となりま

す。

（２）無効的記載事項

次の①から③までの事項は、一般社団法人の定款に記載（記録）しても効力を有しないことと

されており、また、これ以外の定めについても、強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効

となる場合があります。

①一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

②法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会

以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め

③社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の

定款の定め

【資金の調達】

一般社団法人には出資という概念が存在しません。資金調達をする方法としては、借入や寄

付、入会金・会費などが考えられますが、その他にも一般社団法人には資金調達の方法として基

金制度が設けられています。

「基金」とは、一般社団法人（一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員）に拠出された

金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該

拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務（金銭以外の財産については、拠出時の当該

財産の価額に相当する金銭の返還義務）を負うものとされています。

基金は一種の外部負債であり、基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員たる地位とは結び

付いてはいません。基金制度は、剰余金の分配をその目的としない一般社団法人の基本的性格を

維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度で

す。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、基金として集めた金銭等の使途に法令上

の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます。

【一般社団法人の解散】

一般社団法人は、次の（１）から（７）までの場合に解散することとされています。

（１）定款で定めた存続期間の満了

（２）定款で定めた解散の事由の発生

（３）社員総会の決議

（４）社員がゼロとなったこと
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（５）当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき

（６）破産手続開始の決定があったとき

（７）解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき

なお、長期間変更の登記がされていない休眠一般社団法人（当該一般社団法人に関する登記が

最後にあった日から５年を経過したもの）は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の

手続の下で解散したとみなされ、その旨の登記がされることとされています。

【解散時における残余財産の帰属】

一般社団法人の解散時における残余財産の帰属は、定款に残余財産についての定めがある場合

には、それに沿って残余財産の分配を行います。次に、定款で残余財産の帰属先を定めがない場

合には、社員総会で決議をすることとなります。そして、定款の定め、社員総会の決議によって

も決まらない場合には、国庫に帰属することとなります。

一般社団法人は前述の通り、定款により社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め

を置くことはできません。しかし、社員総会で社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の

決議をすることは可能ですので、最終的には一般社団法人の財産を社員に引き渡すこともできま

す。

◎信託・一般社団法人の課税関係

【信託に関する課税関係】

信託に関する課税関係は、受益者が信託財産を有するものとみなして、信託財産における収益

発生時に受益者に課税するのが原則であり、このような原則的な信託類型を受益者等課税信託と

いいます。例外として、受益者が信託財産における収益の発生時ではなく、受益者による受領時

に受益者に課税される集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託という類型や、受益者が現

に存在しない場合などは、信託財産自体を法人（会社）とみなして受託者に課税する、法人課税

信託と呼ばれる類型もあります。

本稿では、原則的な類型である受益者等課税信託に焦点を当て解説します。

【受益者等課税信託】

１．基本的な考え方

信託では、原則として、受益者に対して課税が行われます。これは、法律上、信託をした財産

の所有権が、委託者から受託者に移転しているとしても、税務上は、実質的な信託財産の所有権

は受益者にあると考えるためです。実質所有者課税の原則からは当然の考え方であるといえま

す。したがって、信託財産に属する資産及び負債は、受益者が有するものとみなし、かつ、その

信託財産から生じる収益及び費用も受益者の収益及び費用とみなして所得税及び法人税が課され

ることとなります。
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２．信託設定時の課税関係

（１）委託者と受益者が同一である場合（自益信託）

委託者と受益者が同一である場合には、税務上は信託設定の前後で経済価値（実質的な所有

権）の移動がないことから、流通税以外の課税関係は生じません。

（２）委託者と受益者が異なる場合（他益信託）

委託者と受益者が異なる場合には、税務上、信託設定の前後で経済価値が委託者から受益者に

移動することから、次のような課税関係が生じます。

①適正な対価の授受がある場合

適正な対価の授受がある場合には、委託者から受益者へ、信託財産の譲渡が行われたものとし

て課税関係を考えることとなります。

委託者は、受益者から適正な対価を得て実質的な所有権を受益者に譲渡したとみることができ

ることから、譲渡をした人と考えて、個人であれば個人の譲渡の規定が、法人であれば法人の譲

渡の規定が適用されます。また、受益者は、適正な対価を支払って受益権を取得しているため、

通常の資産を取得した場合と同様に、課税関係は生じません。

②適正な対価の授受がない場合

適正な対価の授受がない場合には、委託者から受益者へ、信託財産の贈与や低額譲渡があった

ものとして課税関係を考えることとなります。

民事信託で活用されることが多い、委託者も受益者も個人である他益信託で適正な対価の授受

がない場合では、受益者となった者に贈与税（遺言により受益者となったのであれば相続税）が

課税されます。

３．信託期間中の課税関係

（１）信託期間中の課税関係

信託財産に属する資産及び負債は法律上は受託者が有しますが、税務上は受益者等がこれらを

有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者等の収益及び

費用とみなして課税関係を考えることになります。

例えば、信託財産に属する金銭が国債に運用され、その利子が信託収益として発生している場

合には、受益者等は国債を保有しているものとみなされ、信託収益が受益者等に分配されたか否

かにかかわらず利子所得に対して課税されることとなります。

ここで注意が必要となってくるのは、信託期間中の課税関係には租税回避防止規定が設けられ

ているということです。受益者等が個人の場合には、不動産所得の金額の計算及びその損益の通

算の規定の適用については、不動産所得の損失の金額は生じなかったものとみなされます。受益

者等が法人の場合には、組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に準じて、信託損失のう

ち、調整信託金額を超える部分の金額に相当する金額は損金の額に算入されません。

税務上、上記のような租税回避防止規定が準備されているので、損失が出そうな財産（例えば

多額の修繕費の支払いが見込まれる賃貸建物）を信託する場合には、これらを理解したうえで実
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行することが必要です。

（２）受益者の変更があった場合

これまで述べてきたように、税務上は、受益者が信託財産に係る所有者とみなされます。した

がって、受益者に変更があった場合には、変更前の受益者から変更後の受益者に、信託財産の所

有者が変わったものとみなして、次のような課税関係が生じます。

①適正な対価の授受がある場合

適正な対価の授受がある場合には、変更前の受益者から変更後の受益者へ、信託財産の譲渡が

あったものとして、課税関係を考えることになります。

②適正な対価の授受がない場合

適正な対価の授受がない場合には、変更前の受益者から変更後の受益者へ、信託財産の贈与

（直前の受益者の死亡に起因する変更の場合には遺贈）や、低額譲渡があったものとして課税関

係を考えることになります。

４．信託終了時の課税関係

信託では、受益者以外に信託終了時の残余財産の帰属先として、「帰属権利者」を定めること

ができます。税務上は実質で判断し、信託が終了した場合には受益者から帰属権利者に、信託財

産の所有者が変わったものとして課税関係を考えます。

（１）受益者と帰属権利者が同じ場合

受益者と帰属権利者が同じである場合には、税務上、信託終了の前後で経済価値の移動がない

（実質的な所有者に変更がない）ことから、流通税以外の課税関係は生じません。

（２）受益者と帰属権利者が異なる場合

受益者と帰属権利者が異なる場合には、税務上、信託終了の前後で経済価値（実質的な所有

権）が受益者から帰属権利者に移動することから、課税関係が生ずることになります。

【受益権の税務上の評価】

１．元本受益権と収益受益権

元本受益権とは信託財産自体を受ける権利をいい、収益受益権とは信託財産の管理・運用に

よって生ずる利益を受ける権利のことを言います。

なお、受益権の評価は、財産評価基本通達において、次のとおり定められています。

２．元本と収益との受益者が同じ場合

（１）受益者が１人の場合

信託財産を受益者が所有しているものとみなして、課税時期における信託財産の価額が評価額

となります。

（２）受益者が複数の場合

元本と収益との受益者が、元本及び収益の一部を受ける場合には、信託財産の価額に、それぞ
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れの受益割合を乗じたものが評価額となります。

３．元本と収益との受益者が異なる場合（複層化信託）

（１）収益受益者が取得する収益受益権

最初に、信託の効力発生時や受益者変更時等の課税時期の現況において、受益者が将来受ける

べき利益の価額を推算します。次に、その推算した価額ごとに、課税時期からそれぞれの受益の

時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額が評価額と

なります。

（２）元本受益者が取得する元本受益権

信託財産の価額から収益受益権の価額を差し引いた残額が、元本受益権の評価額とされます。

つまり、元本受益権の価額と収益受益権の価額との合計額は、信託財産の価額と一致することと

なります。

４．受益者連続型信託に係る権利の価格の特例

受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する後継遺贈の定めのある信託、およびこれ

に類する信託を「受益者連続型信託」といいます。

受益者連続型信託では、信託契約の定めにより受益者が連続して受益権を取得することとなり

ます。原則として、受益者が適正な対価を負担せずに受益権を取得する場合には課税されます

が、受益者が受益者連続型信託に関する権利を取得した場合は、その権利の価額の評価には特例

があります。すなわち受益者が相続・贈与でこの信託に関する権利を適正な対価を負担せずに取

得した場合において、その権利に収益に関する権利が含まれるときは、利益を受ける期間の制限

等の制約は付されていないものとみなして権利の額を計算することとされています。例えば、取

得した受益権が収益受益権の全部を有している場合には、受益権の評価額が信託財産全部の評価

額となり、差引計算で算出される元本の受益権の評価額はゼロとされます。ただし、法人が収益

の受益権を有する場合には、この特例は適用されません。

【一般社団法人の会計・税務】

１．会計

一般社団法人に対して特別に適用が義務付けられている会計基準はなく、「一般に公正妥当と

認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない」とされています。そのた

め、公益法人会計基準に限らず、企業会計の基準を適用することも可能です。ただし、法令に

則った会計帳簿や計算書類等を作成する必要があります。
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２．法人税法上の取り扱い

法人税法上の普通法人に該当する一般社団法人は、剰余金の分配をすることができないことや

持分がないこと以外は、基本的に株式会社と同様で、すべての所得が課税対象になり、法人税率

も期末資本金額が１億円以下の中小法人と同じ税率が適用されます。

寄付者に対する税の優遇措置もこの一般社団法人にはありません。

【持分がないということのポイント】

１．社員に相続が発生したとき

（１）社員の地位

自然人である社員が死亡した場合、その社員は退社となり、その社員に相続人がいる場合に

も、社員の地位は相続人に承継されません。

（２）相続財産

一般社団法人は持分や出資という概念がないため、一般社団法人に剰余金があったとしてもそ

れを社員に分配したり、一般社団法人が解散した場合の残余財産を社員に分配したりする旨の定

款の定めをすることはできず、社員であったとしても、その地位に経済的価値は含まれません。

したがって、社員に相続が発生した場合にも、一般社団法人の財産等はその社員の相続財産に反

映はされません。これに対して、株式会社の株主に相続が発生した場合には、その株主が所有す

る株式は、相続財産を構成します。

２．財産移転時の課税関係

一般社団法人へ財産を移転するときは、贈与や遺贈により実行すると租税回避防止規定が適用

されるため、適正な対価による譲渡により実行することが必要です。

３．財産移転後の相続における課税関係

一般社団法人に対して、適正対価による譲渡ではなく、贈与や一次相続における遺贈により財

産を移転し、みなし譲渡課税や法人税の受贈益課税の適用を受け、さらには租税回避防止規定の

適用を受けたとしても、現行法令では、その後の相続の際には、その一般社団法人に対して移転

した財産については、相続税の課税対象からは除外されると考えられます。

信託や一般社団法人は、遺言の代用や円滑な事業承継のための株式の生前贈与、相続財産価額

の固定など、相続・贈与・事業承継のさまざまな場面で新しいツールとして活用されています。

次稿では、このような信託や一般社団法人の活用について具体例を交えながら解説していきま

す。
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企業名 ：株式会社 三好製作所 様
代表者名：代表取締役会長 久保 洋一
住 所：〒０５０‐００６５ 室蘭市本輪西町１‐１１
ＴＥＬ ：０１４３‐５５‐８４７４
ＵＲＬ ：http : //www.miyoshi-ss.com
設立年月日
従業員
資本金

昭和２７年２月２９日
６７名
１１，０００千円

業種 プラスチック製品製造業

三好製作所・室蘭工場 工場主力製品

【研究テーマ】

熱硬化性樹脂への光触媒コーティングにおける
表面改質処理技術の開発

【研究の目的・内容】

・ 当社は、昭和２７年の創業以来、一貫してプラスチック部品の金型、成型加工、製品組立を

手掛け、これまでさまざまな技術革新に対応し、生産体制、品質管理体制の構築を進め、

お客様から高い評価を得ています。

・ 本研究開発は、表面硬度が高くキズや汚れが付きにくいメラミン樹脂に光触媒をコーティ

ングし、防汚や抗菌などの効能を付加した食器の開発を行うものです。

・ 光触媒コーティング後に表面改質を行う処理技術を開発することにより、防汚や抗菌作用

等のある食器製造に係る工程が大幅に低減でき、コスト低減が可能になります。

・ 試作品の光触媒効果や抗菌効果を検証するにあたり北海道立総合研究機構、室蘭テクノセ

ンターから適切なアドバイスや知見を得て行うものです。

インフォメーション

平成２６年度北洋銀行ドリーム基金助成企業のご紹介（下）
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企業名 ：プラント機工 株式会社 様
代表者名：代表取締役 武下 勝美
住 所：〒００７‐０８５２ 札幌市東区栄町８８９番地３０号
ＴＥＬ ：０１１‐７８５‐６００１

設立年月日
従業員
資本金

昭和５９年３月１５日
２６名
４５，０００千円

業種 建設業、製造業

ハイブリッドSターンキルン

【研究テーマ】

ハイブリッドSターンキルンの研究開発

【研究の目的・内容】

・ 当社は、大型機械の設計、製造、据付、解体を主業としており、得意の環境技術を活かし

十数年前からバイオマス等の熱分解装置を開発してきました。

・ そして今回、新しく熱分解装置を発展させたハイブリッドSターンキルンを開発し、バイ

オマスを処理した際に発生する可燃性ガス及び燃料電池の燃料である水素を高効率で得る

事のできる装置の開発に成功しました。

・ 熱分解装置とハイブリッドSターンキルンの違いは処理工程の短縮による効率の改善で

す。従来の工程では熱分解装置、ガスとタールの分離装置、タールのガス化装置、炭のガ

ス化装置の４種類の装置による工程が必要でした。

・ 今回、研究開発したハイブリッドSターンキルンは、４種類の処理工程を１種類の装置で

行うことができ、従来技術よりも２０％以上効率良く処理することが可能な画期的な装置で

す。

・ 各地に点在している再生可能エネルギーであるバイオマスは、輸送コスト及び木質資源の

確保などの問題があります。ハイブリッドSターンキルンは、装置の小型化により建設コ

ストの軽減ならびに小規模な施設の運営が可能になります。またバイオマス以外からのガ

ス発電及び水素製造が可能となります。
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企業名 ：田尻機械工業 株式会社 様
代表者名：代表取締役社長 田尻 耕一
住 所：〒０６０‐００３３ 札幌市中央区北３条東８丁目８番地
ＴＥＬ ：０１１‐２８１‐５２７１
ＵＲＬ ：http : //www.tajirikikai.co.jp
設立年月日
従業員
資本金

昭和３２年１月１日
２０名
２５，０００千円

業種 管工事業

本社社屋 馬鈴薯緑化抑制用LED灯

【研究テーマ】

馬鈴薯緑化抑制用LED灯の開発

【研究の目的・内容】

・ 当社は、昭和３２年設立で、当初は一般的な冷蔵庫やショーケースなどの販売施工などを行

い、その後大学、研究機関向けに特殊な空調設備などの設計施工をしてきました。

・ 今日では、温度・湿度・清浄・気圧・換気など熱関連の応用全般に亘り環境調整設備を主

体に営業しています。

・ 馬鈴薯は、光が当たると容易に表皮の緑化が起こり、食用に適さなくなるため、馬鈴薯貯

蔵庫では、緑色蛍光灯の下で作業を行っていますが、照度の不足と点灯に伴う緑化が課題

となっています。

・ 本研究開発では、特定波長域の光照射による緑化抑制技術を用いて、作業環境に必要な照

度を確保しつつ、緑化の起こりにくい実用的な照明器具の開発を行うものです。

・ 本製品化により庫内作業の安全確保と緑化抑制による品質維持だけでなく、萌芽抑制効果

が見込めるため、貯蔵品の歩留まり向上や薬剤等に頼らない安全な貯蔵にも寄与します。
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企業名 ：株式会社 �田機械製作所 様
代表者名：代表取締役 �田 和幸
住 所：〒０６０‐００３３ 札幌市中央区北３条東４丁目５番地
ＴＥＬ ：０１１‐２３１‐２２９１

設立年月日
従業員
資本金

平成２４年１１月１４日
４名
３，０００千円

業種 生産用機械器具製造業

東芝電力検査サービス株式会社に納入する製品

【研究テーマ】

放射線を遮蔽する容器及び部材を低価格で量産できる技術の確立

【研究の目的・内容】

・ 当社は、金属加工業ですが、新規ビジネスとして北海道大学の協力を得て、形状の自由度

や遮蔽能力が高い放射線の遮蔽容器の量産技術の確立を目指しています。

・ 遮蔽容器は「重い」「厚い」のが当たり前というこれまでの常識を破り、新たな発想で、

「軽い」「薄い」、しかも測定機器や加速器等の各機材の形状に柔軟に合わせられるように

「成型による製作法」の実現を図っています。

・ 具体的には取引先の技術や知見を活用し、研究計画レベルから放射線の種類に応じ、材料

の選定、主剤と硬化剤の配合割合、枠型の材質や種類を検討します。

・ 例えば、X線遮蔽用には鉛が使われますが、エポキシなどの樹脂を用いたX線遮蔽材を作

製します。従来に比べ同じ厚さでも２倍以上の吸収性能を有した、軽くて強度がある遮蔽

材は、研究者のニーズに応じた形状の容器の製作を可能にし、大学等の研究促進への寄与

が期待されます。

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙１５０　本文１３３／Ｎｏ．２２７／本文　※柱に注意！／０２６～０２９　インフォメーション下  2015.05.20 17.37.05  Page 29 



― ３０ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年６月号

＜上海のラーメン店事情＞

上海では「日式ラーメン」１の店が次々とオープンしています。多くの日本人が居住または勤務して

いるエリアの路面店のみならず、ショッピングモール内や百貨店・スーパー等のフードコート内でもよ

く見かけます。また、日本人だけでなく、若年層を中心に中国人にも支持され、カレーライスやうど

ん、そば等とともに、日本食のジャンルのひとつとして定着しています。

価格帯は３０～５０元（６００～１，０００円）が主流で、通常１杯３０元を下回る中華系飲食店の麺料理よりは高

価ですが、チェーン展開している日本のカレー店やうどん店と同程度、うどん・そばの専門店よりは安

めの価格設定です。

スープは豚骨醤油味が定番ですが、豚骨に鶏ガラや魚介をブレンドしたもの、また醤油味以外にみそ

味や担担麺をメニューに加えている店もあります。麺はストレートな細麺が主流ですが、スープに合わ

せて太めのちぢれ麺を使用している店もあります。麺の固さをリクエストできたり、スープの味（こっ

てり、あっさり）を選択できたり、トッピングを充実させたりしている店もあります。また、つけ麺を

提供する店も増えてきました。

また、多くの中国人はラーメンだけ単品で注文することはしないため、チャーハンや餃子といった定

番のサイドメニュー以外に、唐揚げや野菜サラダ等のメニューを充実させている店が多く、ラーメン居

酒屋、ラーメンレストランなどと呼ばれることもあります。

上海では日式ラーメン店同士の競争が激しく、多店舗展開を果たしているラーメン店はほとんどあり

ません。新作メニューを投入するなどして、お客様を常に飽きさせない工夫が必要と思われます。

＜大連のラーメン店事情＞

大連の土地柄は、中国の中で一番といえるほど知日・親日的として知られ、在留邦人数はもとより、

日系企業数、日本語ができる人材の数いずれにおいても、人口に占める割合が中国国内の平均より高く

なっています。

そんな大連には約２００の日本料理店がありますが、日式ラーメン専門店は極めて少ない状況です。日

式ラーメンの平均価格帯は４０～５０元（８００～１，０００円）です。これは現地の飲食店での食事一食分の２～

３倍に相当するため、北京や上海と比較して中・高所得者層の絶対数が少ない大連では、いくら親日的

な土地柄で在留邦人の割合が多いとはいえ、日式ラーメン店の普及は進んでいないのです。

今回、日本企業が経営し、大連市内に５店舗を展開する日式ラーメン店を訪問しました。

この店は、中国人の中産階級を主なターゲットとしており、来店客の８割以上が中国人です。価格帯

は現地飲食店で出される麺料理の２倍程度ですが、日本料理店の昼定食よりは若干低い価格に設定され

ています。看板メニューは豚骨ラーメンです。

店長に話を伺ったところ、日本で提供しているそのままの味では、スープが脂っこく、味が塩辛く、

アジアニュース

上海・大連のラーメン店事情
～中国での「日式ラーメン」店の展開について～

１日式ラーメン：日本風のラーメンのこと。中国のラーメンと区別するために、このように呼ばれる。

北洋銀行 上海駐在員事務所 所長 田中 雅啓
大連駐在員事務所 所長 高橋 智之
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麺が固いとの意見が多かったため、本場の味を残しつつも中国人の嗜好に合わせているとのことでし

た。また、他の都市と同様に、ラーメン単体での商売は難しいことから、一品料理や酒類を増やすこと

で、客単価を上げる工夫を行っていました。

＜中国へのラーメン店進出に際しての留意点＞

（１）食材について

麺に含まれるかん水は、中国では未承認の食品添加物ですので、かん水が含まれた麺の中国へ

の輸出は困難です。また、着色料としてビタミンB２を使用している場合は中国側の規制に抵触

します。食材を中国へ輸出する場合は成分表を持参し、事前に通関業者へ輸出可否をご相談なさ

る事をお勧めいたします。

また、動物検疫上の理由により、牛・豚・鶏およびその製品（チャーシュー、ラード等）、肉

エキス、これらを使用したスープやタレ等を中国に輸出することはできません。よって、肉に関

連した食材は全て中国での現地調達を行う必要があります。

（２）マーケットについて

ターゲットとなる中高所得層の人口が多く、かつ日式ラーメンを食べる事が日常的でステイタ

スとみなされている大都市（北京や上海など）への進出を足がかりにすることが望ましいと考え

ます。大都市で成功しないものが中国の他都市で成功する事例は極めて少ないからです。

（３）商標登録について

中国においては商標登録が必須です。香港・台湾で商標登録済みの場合でも、中国では別途登

録が必要となります。

商標を取らず営業を行った場合、類似した商標の取得者から訴訟を起こされる可能性があるほ

か、将来フランチャイズ展開する際に、商号の授権が無効になってしまいます。

（４）フランチャイズ展開について

中国でのフランチャイズ展開には、商業フランチャイズ経営管理条例及び関連法令通達によ

り、各地方の商務担当部門（省・自治区・直轄市を跨ぐ場合は、国務院担当部門）への届出が必

要です。

フランチャイズ経営を行うにあたっては現地法人の設立が必要となります。また、中国国内外

問わず、直営店を２店舗以上、１年以上にわたって運営していることが条件となっています。

北洋銀行上海・大連両駐在員事務所では、ラーメンに限らず、中国での市場調査等、情報提供を行っ

ておりますので、ご遠慮なくお声掛け下さい。（国内でのお問い合わせは北洋銀行国際部国際企画課

０１１‐２６１‐４２８８まで）
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商品 単位 銘柄・産地 上海 大連 バンコク シンガポール サハリン

卵 ０．５kg 現地産 ４９０ ６９～２３４ ２９０ ２５２ １８０～２６５

牛乳 １リットル 現地産 ２５９～５３６
３６

（２４３ml）
１４５

２８８
（８３０ml）

１２３～２７２

じゃがいも ０．５kg 現地産 １３０～２４９ ４９～１１３ ２１７
１１７

（アメリカ産）
６５

（中国産）

オレンジ ０．５kg アメリカ産 ２４６ ２７６
３１９

（１個）
１０８

（１個）
１７６

（中国産）

小麦粉 １kg １７８ １９０ １６６ ２２５ １２７

ビール
３５０ml 日本メーカーA社製 １１１ － － － －

３５０ml 日本メーカーB社製 － １０５ １７４ ２９７ ２７９

カップラーメン １個 日本メーカー製 ９０ １２４ ２７２ １４４ ５４５

ミネラルウォーター ５５０ml ２８ ３０ ２５ １４４ ３７～９９

コーラ ３３０ml コカコーラ ３８ ４６ ５０ １０８ １０９

ハンバーガー １個
マクドナルド
ビッグマック

３２６ ３２６ ７２６ ４２３ －

タクシー初乗り ２６９ １９２ １３０ ３２４ ４７４～５９２

ガソリン １リットル レギュラー １４４ １１９ １１９ ２４３ ９１

トイレットペーパー １０巻 現地製 ６３０ ６１８ ５０８
５８６

（日本製）
３２９

乾電池 単三２本 米国製
１７１

（現地製）
９１

（現地製）
３４４ ２８５ １７７

洗濯洗剤 １kg 日本製
１７４

（現地製）
２４０

（現地製）
４３５ ２４７ ７７０

クリーニング代 Yシャツ１枚 現地クリーニング店 １９２ ２８８ ２９０ ３６０ ４７４

電気料金 １kwh 住居用 １１ ９ ５４ ２４ ８

水道料金 １� 住居用 ３６ ５９ ３６ １０５ ７５

新聞 １部 一般紙 １９ １９ １８ ８１ ６６

バス 市内均一区間 ３８ １９～３８ ２９ ９０～１８９ ４０

地下鉄 初乗り ５７ － ７９ ９９～２１６ －

携帯

機種 iPhone５S １６G ８０，４９３ ８６，２５９ ８５，８４９ ８９，０８７ ８４，３４８

基本料金／月 ８８４ １，１１４ ２，９０４ ４，８８８ ３，５５５

通話料金／分 ４ ４ ２ １３ ３

映画チケット 大人１名 時間帯により変動１，０５７～２，６９０１，１５３～１，５３７７２６～１，６３３ １，０３６ ４７４～９４８

現地価格調査（２０１５年５月）
（単位：円）

【調査場所】 いずれも日本製品を扱う、比較的高級なスーパーマーケット。
上海 カルフール古北店、しんせん館古北店、ローソン国際貿易中心店
大連 カルフール西安路店、ローソン森ビル店
バンコク トップス、フジスーパー
シンガポール コールドストレージ、明治屋
サハリン ユジノサハリンスク市シティモール、携帯電話ショップ「スヴィズノイ」

【換算レート】 ２０１５年４月３０日仲値
１中国元＝１９．２２円 １タイバーツ＝３．６３円 １シンガポールドル＝９０．１７円 １ロシアルーブル＝２．３７円
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企業名 本社所在地 代表者名 資本金
発行年月日 種類 金額 年限
事業内容

１

株式会社ローレル 様 砂川市 麻谷 浩恵氏 ６千万円

平成２７年４月１７日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） ５千万円 ５年

平成元年設立。「自然の素材をシンプルに」をコンセプトに、自社ブランド「LAUREL」「sozai LAUREL」
「sozai LAUREL organic」の化粧品・ルームフレグランス等雑貨類の企画・開発・製造・販売等総合的に
活動。本年３月、玉川�島屋店・なんばパークス店をオープン、今後も全国の直営店舗網を拡大予定。

２

株式会社サトービル 様 釧路市 佐藤 尚彦氏 １千万円

平成２７年４月２２日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ７千万円 ７年

昭和４６年創業の不動産賃貸業者。「地元地域に密着し、快適で豊かな暮らしと生活に役立つ環境づくりの
お手伝いをします」の経営方針の下、イトーヨーカ堂釧路店等の商業施設や札幌・釧路で医療介護施設
等の賃貸・管理を行っている。平成２６年「北海道グリーン・ビズ認定制度」に登録。

３

有限会社アイ 様 札幌市 猪熊 あや子氏 ２千万円

平成２７年４月２４日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） ４千万円 ４年

平成１７年設立。札幌市内でグループホーム・デイサービス・小規模多機能ステーション・アシストホー
ムを運営。環境が日々変化する介護業界において、利用者とご家族の目線に立ったお世話を行うことで
介護のプロとして順調に業容を拡大。平成２７年「さっぽろエコメンバー登録制度」に登録。

４

株式会社ヤマニ野口水産 様 留萌市 三田 益弘氏 １千万円

平成２７年４月２７日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） ５千万円 ５年

昭和４６年創業の水産物加工、販売業者。北海道の海の幸にこだわり丁寧に仕上げた商品を全国にお届
け。天然のなら材を使用した燻煙製法で製造するほっけ・鰊の燻製や、前浜で朝獲りした秋鮭を使用し
たいくら醤油漬・鮭とばなどバラエティ豊かな商品を取り扱いしている。

５

株式会社ヤマニ野口水産 様 留萌市 三田 益弘氏 １千万円

平成２７年４月２７日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ５千万円 ５年

同上

当行が受託・引き受けした私募債発行企業の一部をご紹介します。

私募債とは？

お客さまが長期固定金利の資金調達を図るために社債を発行し、その社債を限られた

少数の投資家が引き受けるものです。

社債の発行が可能な企業は、一定以上の信用力を持った企業に限られており、企業規

模・財務内容・収益状況についての厳しい基準をクリアする必要があります。よって、

社債の発行を通じて財務健全性がアピールでき、対外的な信用力向上につながります。

当行では、私募債の他にも、お客さまの事業活動に必要なご資金の調達ニーズにお応えできる

よう、各種商品・サービスをご用意してサポートいたします。詳しくは、北洋銀行の本支店へお

問い合わせください。

私募債発行企業のご紹介

４月の私募債発行企業

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙１５０　本文１３３／Ｎｏ．２２７／本文　※柱に注意！／０３３　　　　　私募債発行企業のご紹介  2015.05.20 17.37.39  Page 33 



年月

鉱工業指数
生産指数 出荷指数 在庫指数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国
２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２３年度 １０１．５ １．６ ９８．７ △０．７ １０２．５ ２．８ ９７．７ △１．５ １０４．６ ８．３ １０３．２ １２．１
２４年度 ９９．６ △１．９ ９５．８ △２．９ １００．３ △２．１ ９５．９ △１．８ １０２．８ △１．７ １００．１ △３．０
２５年度 １０１．３ １．７ ９８．９ ３．２ １０１．５ １．２ ９８．７ ２．９ r ９９．０ △３．７ ９８．９ △１．２
２６年度 p９７．２ △４．０ p９８．５ △０．４ p９６．０ △５．４ p９７．６ △１．１ p１０３．４ ４．４ p１０４．９ ６．１

２６年１～３月 １０１．９ ０．０ １０１．９ ２．３ r１０２．０ △０．５ １０１．７ ２．６ r１０２．４ △４．７ １０６．８ １．２
４～６月 r ９８．４ △３．４ ９８．８ △３．０ r ９５．８ △６．１ ９７．１ △４．５ r１０３．２ ０．８ １１０．１ ３．１
７～９月 r ９８．０ △０．４ ９７．４ △１．４ r ９６．０ ０．２ ９６．６ △０．５ r１０３．４ ０．２ １１１．３ １．１
１０～１２月 r ９５．５ △２．６ ９８．２ ０．８ r ９５．４ △０．６ ９７．５ ０．９ r１０４．１ ０．７ １１２．３ ０．９

２７年１～３月 p９７．４ ２．０ p９９．９ １．７ p９７．４ ２．１ p９９．３ １．８ p１０６．９ ２．７ p１１３．３ ０．９
２６年 ３月 r１０２．１ １．０ １０１．５ ０．５ r１０２．０ ０．８ １０１．５ ０．８ r１０２．４ △２．５ １０６．８ １．１

４月 r ９９．８ △２．３ ９９．２ △２．３ r ９５．１ △６．８ ９７．７ △３．７ r１０３．６ １．２ １０６．７ △０．１
５月 r ９９．３ △０．５ ９９．５ ０．３ r ９７．０ ２．０ ９７．３ △０．４ r１０３．７ ０．１ １０８．７ １．９
６月 ９６．２ △３．１ ９７．６ △１．９ r ９５．４ △１．６ ９６．４ △０．９ r１０３．２ △０．５ １１０．１ １．３
７月 r ９８．８ ２．７ ９７．５ △０．１ r ９６．７ １．４ ９６．９ ０．５ r１０３．０ △０．２ １１０．７ ０．５
８月 r ９６．９ △１．９ ９６．７ △０．８ r ９４．１ △２．７ ９４．９ △２．１ r１０４．４ １．４ １１１．７ ０．９
９月 r ９８．４ １．５ ９８．１ １．４ r ９７．３ ３．４ ９７．９ ３．２ r１０３．４ △１．０ １１１．３ △０．４
１０月 r ９６．５ △１．９ ９８．５ ０．４ r ９７．０ △０．３ ９８．０ ０．１ １０２．３ △１．１ １１１．２ △０．１
１１月 r ９５．１ △１．５ ９７．９ △０．６ r ９５．１ △２．０ ９７．３ △０．７ r１０３．２ ０．９ １１２．４ １．１
１２月 ９４．８ △０．３ ９８．１ ０．２ r ９４．１ △１．１ ９７．１ △０．２ r１０４．１ ０．９ １１２．３ △０．１

２７年 １月 r ９７．１ ２．４ １０２．１ ４．１ r ９７．６ ３．７ １０２．４ ５．５ r１０５．０ ０．９ １１１．８ △０．４
２月 r ９７．１ ０．０ ９８．９ △３．１ r ９７．０ △０．６ ９７．９ △４．４ r１０６．０ １．０ １１３．０ １．１
３月 p９７．９ ０．８ p９８．６ △０．３ p９７．５ ０．５ p９７．６ △０．３ p１０６．９ ０．８ p１１３．３ ０．３

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■鉱工業生産指数の年度は原指数による。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

大型小売店販売額
大型店計 百貨店 スーパー

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
２３年度 ９４８，５４４ ０．３ １９７，００８ ０．１ ２１４，０７１ △２．８ ６７，２３１ △０．１ ７３４，４７３ １．２ １２９，７７７ ０．２
２４年度 ９４９，６５６ ０．１ １９５，５５２△０．７ ２１１，５４７ △１．２ ６６，４９３ △１．１ ７３８，１０８ ０．５ １２９，０５９ △０．６
２５年度 ９７７，３５３ ２．９ ２０１，４３９ ２．４ ２１８，６０１ ３．３ ６８，９３０ ３．７ ７５８，７５２ ２．８ １３２，５０８ １．８
２６年度 p９６７，５１７△１．０ １９９，９５０△０．９ p２０９，５４７ △４．１ ６７，０１９ △２．８ p７５７，９７０ △０．１ １３２，９３０ ０．０

２６年１～３月 ２４７，８９９ ７．６ ５１，３７５ ６．９ ５８，０２１ １０．７ １８，２００ １０．５ １８９，８７８ ６．７ ３３，１７５ ５．０
４～６月 ２２８，５９２△２．４ ４６，９３３△２．５ ４６，０６３ △７．８ １５，１３８ △５．３ １８２，５２９ △０．９ ３１，７９４ △１．１
７～９月 ２３６，２５５ １．６ ４８，７５６ １．６ ４９，２０９ △１．１ １５，６３２ ０．８ １８７，０４６ ２．３ ３３，１２４ １．９
１０～１２月 ２６５，１６８ １．０ ５４，９０９ １．２ ６０，１９５ △１．１ １９，３０３ ０．４ ２０４，９７３ １．６ ３５，６０６ １．６

２７年１～３月 p２３７，５０２△４．２ ４９，３５２△３．９ p ５４，０８０ △６．８ １６，９４５ △６．９ p１８３，４２２ △３．４ ３２，４０６ △２．３
２６年 ３月 ９４，６８８ １６．０ １９，５６５ １７．０ ２３，５０８ ２３．９ ７，３６２ ２５．０ ７１，１８０ １３．６ １２，２０２ １２．６

４月 ７２，８９４△５．７ １４，６８１△６．０ １４，０５８ △１４．０ ４，６１５ △１０．５ ５８，８３６ △３．５ １０，０６７ △３．９
５月 ７７，３５６△０．４ １５，９３２△０．５ １５，５６２ △４．９ ５，１２０ △２．５ ６１，７９４ ０．８ １０，８１２ ０．５
６月 ７８，３４２△１．１ １６，３１９△１．２ １６，４４４ △４．５ ５，４０４ △３．３ ６１，８９９ △０．１ １０，９１６ △０．１
７月 ８０，７８９ １．１ １７，１７７ ０．３ １７，６４５ △１．５ ６，００７ △０．６ ６３，１４４ １．８ １１，１７０ ０．８
８月 ８０，８８１ ２．５ １６，２６６ ２．８ １５，７６３ ０．５ ４，７３９ １．９ ６５，１１８ ３．０ １１，５２７ ３．２
９月 ７４，５８５ １．１ １５，３１３ １．７ １５，８０１ △２．３ ４，８８６ １．６ ５８，７８４ ２．１ １０，４２７ １．７
１０月 ７８，５３３ ０．８ １６，０６５ １．０ １７，３５６ △１．１ ５，２９３ △０．２ ６１，１７８ １．４ １０，７７２ １．５
１１月 ８２，１２９ ３．２ １７，２８６ １．９ １８，５１７ ０．９ ６，１７３ １．１ ６３，６１２ ３．９ １１，１１４ ２．４
１２月 １０４，５０６△０．６ ２１，５５８ ０．７ ２４，３２２ △２．６ ７，８３８ ０．２ ８０，１８４ △０．０ １３，７２０ １．１

２７年 １月 ８０，８５３△０．１ １７，２１５ ０．６ １８，５４８ △１．５ ５，９９５ △０．９ ６２，３０５ ０．３ １１，２２０ １．４
２月 r ７３，２６６ １．４ １４，９８６ ２．０ １６，３４２ ４．２ ４，９２５ ２．９ r ５６，９２４ ０．６ １０，０６１ １．６
３月 p ８３，３８３△１１．９ １７，１５０△１２．３ p １９，１９０ △１８．４ ６，０２５ △１８．２ p ６４，１９３ △９．８ １１，１２６ △８．８

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■大型小売店販売額の前年同月比は全店ベースによる。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

主要経済指標（１）

― ３４ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年６月号

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙１５０　本文１３３／Ｎｏ．２２７／本文　※柱に注意！／０００～０００　主要経済指標　※項目増  2015.05.18 21.32.08  Page 34 



年月

専門量販店販売額
家電大型専門店 ドラッグストア ホームセンター

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
２３年度 － － － － － － － － － － － －
２４年度 － － － － － － － － － － － －
２５年度 － － － － － － － － － － － －
２６年度 １３０，０３９ － ４１，７７９ － ２１０，８６４ － ４７，６４０ － １２８，５２２ － ３２，４０８ －

２６年１～３月 ４８，１４７ － １４，２７３ － ５１，４５９ － １２，１８３ － ２８，０７４ － ８，１４８ －
４～６月 ２７，２６１ － ９，２３８ － ５１，２２３ － １１，３５１ － ３５，２７７ － ８，３８５ －
７～９月 ３１，８４１ － １０，６３６ － ５４，０８８ － １２，１３８ － ３１，８０７ － ８，０５７ －
１０～１２月 ３５，９５４ － １１，１８３ － ５３，０００ － １２，３１５ － ３６，５５２ － ８，８６８ －

２７年１～３月 ３４，９８３△２７．３ １０，７２２△２４．９ ５２，５５３ ２．１ １１，８３６ △２．９ ２４，８８６ △１１．４ ７，０９７ △１２．９
２６年 ３月 ２３，１４３ － ６，６０４ － １７，５３１ － ４，８０９ － １２，０４３ － ３，４２１ －

４月 ８，７２０ － ２，８６９ － １８，６８３ － ３，５４４ － １０，７４７ － ２，６９７ －
５月 ８，７５８ － ２，９５９ － １５，２０４ － ３，８２８ － １３，００５ － ２，９５５ －
６月 ９，７８３ － ３，４１０ － １７，３３６ － ３，９７９ － １１，５２５ － ２，７３４ －
７月 １０，２４１ － ３，９４６ － １８，１８４ － ４，１６９ － １１，０３７ － ２，７８０ －
８月 １１，２８８ － ３，５６３ － １８，３９４ － ４，０８０ － １１，１６７ － ２，７６１ －
９月 １０，３１２ － ３，１２８ － １７，５１０ － ３，８８９ － ９，６０３ － ２，５１６ －
１０月 １０，０６７ － ２，９９０ － １７，２８１ － ３，９２４ － １１，０４７ － ２，６３０ －
１１月 １１，６０９ － ３，４８７ － １７，３７０ － ３，９１０ － １１，４２９ － ２，７６６ －
１２月 １４，２７８ － ４，７０６ － １８，３４９ － ４，４８１ － １４，０７６ － ３，４７２ －

２７年 １月 １１，８７６△１２．４ ３，６２２△１１．６ １８，９５６ ９．１ ３，８８５ ３．１ ８，３２２ △４．８ ２，３２３ △６．１
２月 ９，５４８△１６．５ ３，０２５△１５．３ １７，２６６ ４．３ ３，７８９ ５．１ ６，９６７ △４．４ ２，１７４ △３．５
３月 １３，５５９△４１．４ ４，０７６△３８．３ １６，３３１ △６．８ ４，１６１ △１３．５ ９，５９７ △２０．３ ２，６００ △２４．０

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■専門量販店販売額は平成２６年１月から調査を実施

年月

コンビニエンスストア販売額 消費支出（二人以上の世帯） 来道客数 外国人入国者数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 北海道

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 円 前 年 同
月比（％） 円 前 年 同

月比（％） 千人 前 年 同
月比（％） 千人 前 年 同

月比（％）
２３年度 ４７７，４２６ ６．２ ８９，７５８ ７．６ ２５５，７０６ △５．０ ２８４，０４４ △１．３ １０，７９１ △３．８ ３５１ △２１．０
２４年度 ４９８，６２９ ３．２ ９５，４２３ ３．３ ２７６，３８１ ８．１ ２８７，７０１ １．３ １１，７２２ ８．６ ４８３ ３７．６
２５年度 ５１１，４７２ ２．６ １００，１７８ ５．０ ２５９，００５ △６．３ ２９３，４４８ ２．０ １２，２６８ ４．７ ６８２ ４１．３
２６年度 ５２８，４３４ ３．３ １０５，４３８ ５．３ ２５９，４６９ ０．２ ２８８，１８８ △１．８ １２，３０８ ０．３ p ９３０ ３６．３

２６年１～３月 １２０，１８９ ３．６ ２４，１３７ ６．４ ２６３，５３０ △２．６ ３０３，０４１ ４．１ ２，６４８ ５．３ １９６ ３４．８
４～６月 １２７，９７３ ２．８ ２５，５７４ ５．２ ２７５，６４８ １１．２ ２８２，１１４ △１．１ ２，８３０ △０．８ １５９ ２４．６
７～９月 １４２，２８１ ３．９ ２７，７０９ ５．２ ２４８，８４６ ２．６ ２７９，２１４ △１．６ ３，７９２ △０．８ ２４８ ２７．２
１０～１２月 １３４，３２０ ３．５ ２６，８１２ ５．６ ２５９，１７１ △８．１ ３００，４０４ △０．４ ２，９６６ ０．７ ２３５ ４３．９

２７年１～３月 １２３，８６０ ３．１ ２５，３４３ ５．０ ２５４，２０９ △３．５ ２９１，０１９ △４．０ ２，７２１ ２．７ p ２８８ ４６．５
２６年 ３月 ４２，６７９ ５．４ ８，７２３ ７．６ ３１０，３１４ １４．８ ３４５，４４３ ９．３ ９７６ ６．８ ５０ ２４．４

４月 ３９，５８４ １．０ ８，１１３ ４．２ ３０２，９５７ １１．４ ３０２，１４１ △０．７ ７８６ ０．２ ４４ ４０．１
５月 ４３，９５９ ４．７ ８，７７９ ６．４ ２６２，０８４ ８．０ ２７１，４１１ △３．９ ９９１ ０．１ ５７ ３４．９
６月 ４４，４３０ ２．５ ８，６８２ ４．９ ２６１，９０４ １４．１ ２７２，７９１ １．３ １，０５３ △２．３ ５７ ７．２
７月 ４８，８３６ ４．０ ９，５２３ ５．７ ２６３，６７４ １０．７ ２８０，２９３ △２．０ １，１８０ △０．２ １０３ ３０．６
８月 ４８，８３２ ３．４ ９，４４４ ４．４ ２５６，４４２ ２．２ ２８２，１２４ △０．９ １，３９６ △１．９ ８６ ２５．８
９月 ４４，６１３ ４．３ ８，７４２ ５．６ ２２６，４２３ △５．０ ２７５，２２６ △１．９ １，２１６ △０．１ ６０ ２３．８
１０月 ４４，７３２ ３．８ ８，９３５ ６．０ ２６１，２４７ △３．４ ２８８，５７９ △０．７ １，１１１ △０．１ ７４ ３４．９
１１月 ４２，９７７ ２．７ ８，６２８ ５．２ ２２９，５７２ △８．１ ２８０，２７１ ０．３ ９２７ ２．２ ６３ ４９．８
１２月 ４６，６１１ ３．９ ９，２４９ ５．６ ２８６，６９４ △１２．０ ３３２，３６３ △０．６ ９２８ ０．２ ９９ ４７．５

２７年 １月 ４１，８９５ ４．３ ８，４３７ ６．２ ２４８，９４７ ０．１ ２８９，８４７ △２．４ ８４８ ０．４ ９５ ３３．５
２月 ３８，３８３ ２．７ ７，８５２ ５．１ ２３４，８６５ １．４ ２６５，６３２ △０．４ ８９５ ８．１ １１１ ４７．１
３月 ４３，５８２ ２．１ ９，０５４ ３．８ ２７８，８１６ △１０．２ ３１７，５７９ △８．１ ９７７ ０．２ p ８２ ６４．２

資料 経済産業省、北海道経済産業局 総務省、北海道 �北海道観光振興機構 法務省

■コンビニエンスストア販売額の前年同月比は全店
ベースによる。

■年度および四半期の数値は月平均
値。

■「p」は速報値。

主要経済指標（２）

― ３５ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１５年６月号
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年月

新設住宅着工戸数 民間非居住用建築物着工床面積 機械受注実績

北海道 全国 北海道 全国 全国

戸 前 年 同
月比（％） 百 戸 前 年 同

月比（％） 千㎡ 前 年 同
月比（％） 千㎡ 前 年 同

月比（％） 億 円 前 年 同
月比（％）

２３年度 ３１，５７３ ５．５ ８，４１２ ２．７ １，５３９ ０．９ ４０，５０２ ８．３ ８９，７４２ ６．２
２４年度 ３５，５２３ １２．５ ８，９３０ ６．２ １，６４７ ７．０ ４４，５５９ １０．０ ８７，０２６ △３．０
２５年度 ３４，９６７ △１．６ ９，８７３ １０．６ １，９１０ １６．０ ４７，６７９ ７．０ ９７，０３０ １１．５
２６年度 ３２，２２５ △７．８ ８，８０５ △１０．８ １，７６９ △７．４ ４５，０１３ △５．６ ９７，８０５ ０．８

２６年１～３月 ５，００９ △７．９ ２，１６９ ３．４ ３８４ ７５．９ １１，１９８ △１．９ ２７，００１ １６．４
４～６月 ８，９１５ △８．９ ２，１８８ △９．３ ６３０ ２．６ １１，７０３ △５．３ ２２，７５１ △０．４
７～９月 ８，８３１ △１５．８ ２，２２５ △１３．６ ４９４ △８．９ １１，３５６ △７．８ ２４，７５１ ２．４
１０～１２月 ９，６１８ △０．７ ２，３４０ △１３．８ ３０７ △１７．４ １１，４４３ △３．０ ２２，４１９ △２．６

２７年１～３月 ４，８６１ △３．０ ２，０５２ △５．４ ３３９ △１１．７ １０，５１０ △６．１ ２７，８８５ ３．３
２６年 ３月 ２，４２１ △４．５ ６９４ △２．９ １８４ ６３．７ ３，７４９ △８．０ １３，３９３ １６．１

４月 ３，２３６ △３．３ ７５３ △３．３ ２２８ ２５．８ ３，９８０ △７．１ ８，１７１ １７．６
５月 ２，５５９ △１１．１ ６７８ △１５．０ １８１ △２２．８ ３，５４３ △１１．８ ６，４１４ △１４．３
６月 ３，１２０ △１２．５ ７５８ △９．５ ２２１ １１．６ ４，１８０ ３．０ ８，１６６ △３．０
７月 ２，９５３ △４．７ ７２９ △１４．１ １７３ △２０．９ ３，７９９ △６．１ ７，２１６ １．１
８月 ２，８２２ △１９．０ ７３８ △１２．５ １６０ △９．７ ３，８９２ △０．５ ６，８２４ △３．３
９月 ３，０５６ △２１．６ ７５９ △１４．３ １６０ １０．２ ３，６６６ △１６．０ １０，７１０ ７．３
１０月 ３，４１９ △５．３ ７９２ △１２．３ １１６ △１１．３ ４，６６８ １５．３ ６，９８１ △４．９
１１月 ３，４６５ ３７．５ ７８４ △１４．３ ９２ △３２．２ ３，５２４ △７．６ ６，６０３ △１４．６
１２月 ２，７３４ △２３．１ ７６４ △１４．７ ９９ △６．１ ３，２５１ △１７．５ ８，８３４ １１．４

２７年 １月 １，０１３ △２０．０ ６７７ △１３．０ ６２ ６０．８ ３，４７４ △１０．２ ６，７２９ １．９
２月 １，５６４ １８．３ ６７６ △３．１ ２１７ ３４．４ ４，０６２ １３．５ ７，４１６ ５．９
３月 ２，２８４ △５．７ ６９９ ０．７ ６０ △６７．５ ２，９７５ △２０．７ １３，７４０ ２．６

資料 国土交通省 国土交通省 内閣府

■船舶・電力を除く民
需（原系列）。

年月

乗用車新車登録台数

北海道 全国
合計 普・小・軽・計普通車 小型車 軽乗用車

台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％）
２３年度 １５７，８５８ ３．４ ４７，８０６ ２．６ ６３，７１５ ２．０ ４６，３３７ ６．１ ４，００９，９８８ ５．９
２４年度 １７６，８４７ １２．０ ４９，１４２ ２．８ ６８，５２７ ７．６ ５９，１７８ ２７．７ ４，４３９，０９２ １０．７
２５年度 １９８，９８１ １２．５ ５５，５４１ １３．０ ６９，６１５ １．６ ７３，８２５ ２４．８ ４，８３６，７４６ ９．０
２６年度 １７９，４０３ △９．８ ５０，９４０ △８．３ ６０，３５９ △１３．３ ６８，１０４ △７．７ ４，４５３，５０９ △７．９

２６年１～３月 ６１，４６４ ２３．４ １８，２６４ ２６．７ ２０，２６３ １１．２ ２２，９３７ ３３．７ １，５９０，１１０ ２０．９
４～６月 ４３，８５５ △５．６ １１，３８４ △７．３ １６，１０３ △８．３ １６，３６８ △１．４ ９７６，４３７ △１．９
７～９月 ４６，５７２ △６．２ １３，７５９ ４．５ １５，９４７ △１１．９ １６，８６６ △８．２ １，１０４，５２４ △４．７
１０～１２月 ３８，２８９ △７．６ １０，４２５ △１１．９ １２，３２２ △１０．０ １５，５４２ △２．３ １，０２８，５１９ △５．８

２７年１～３月 ５０，６８７ △１７．５ １５，３７２ △１５．８ １５，９８７ △２１．１ １９，３２８ △１５．７ １，３４４，０２９ △１５．５
２６年 ３月 ２８，１２８ １３．８ ８，４７８ １４．４ ９，７１６ ３．１ ９，９３４ ２６．０ ６６５，９８５ １６．７

４月 １３，３７０ △９．４ ３，３５５ △１３．３ ５，０５３ △１４．５ ４，９６２ △０．４ ２９２，８２５ △５．１
５月 １３，４８２ △２．８ ３，５１４ △６．９ ４，４８２ △９．６ ５，４８６ ６．６ ３０４，３７０ △１．３
６月 １７，００３ △４．５ ４，５１５ △２．７ ６，５６８ △１．８ ５，９２０ △８．６ ３７９，２４２ ０．１
７月 １８，００２ △４．６ ５，０１４ ２．２ ７，０７４ △４．４ ５，９１４ △９．８ ３９１，３７６ △２．６
８月 １１，７３７ △８．３ ３，４５０ △０．３ ４，０２２ △１３．０ ４，２６５ △９．６ ２８１，３２５ △９．５
９月 １６，８３３ △６．４ ５，２９５ １０．３ ４，８５１ △２０．２ ６，６８７ △５．８ ４３１，８２３ △３．２
１０月 １３，０６２ △７．１ ３，６６４ △５．２ ４，４９９ △１３．５ ４，８９９ △１．９ ３２８，３２９ △７．４
１１月 １２，８２２ △１３．７ ３，５６２ △１６．３ ４，１４８ △１４．２ ５，１１２ △１１．４ ３３９，８４３ △１０．２
１２月 １２，４０５ △０．９ ３，１９９ △１３．８ ３，６７５ ０．４ ５，５３１ ７．５ ３６０，３４７ ０．３

２７年 １月 １１，２６９ △２６．９ ３，０１６ △３４．７ ３，８９７ △１９．４ ４，３５６ △２６．９ ３４４，０４０ △２０．７
２月 １３，７０１ △２３．６ ４，０２４ △２２．２ ４，２７０ △２５．２ ５，４０７ △２３．２ ４１３，１９２ △１５．８
３月 ２５，７１７ △８．６ ８，３３２ △１．７ ７，８２０ △１９．５ ９，５６５ △３．７ ５８６，７９７ △１１．９

資料 �日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会

主要経済指標（３）

― ３６ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年６月号

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙１５０　本文１３３／Ｎｏ．２２７／本文　※柱に注意！／０００～０００　主要経済指標　※項目増  2015.05.18 21.32.08  Page 36 



年月

公共工事請負金額 有効求人倍率 新規求人数（常用） 完全失業率（常用）
北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
倍
原数値 人 前 年 同

月比（％） 人 前 年 同
月比（％）

％
原数値

２３年度 ７４９，５８３ △８．５ １１２，２４９ △０．５ ０．４６ ０．６２ ２２，７５１ １０．７ ６０２，７３６ １３．１ ５．２ ４．５
２４年度 ７７６，４３１ ３．６ １２３，８２０ １０．３ ０．５７ ０．７４ ２４，９４３ ９．６ ６６２，７２８ １０．０ ５．１ ４．３
２５年度 ９４７，７８０ ２２．１ １４５，７１１ １７．７ ０．７４ ０．８７ ２８，４６４ １４．１ ７１０，１４６ ７．２ ４．５ ３．９
２６年度 ８７５，３６５ △７．６ １４５，２２２ △０．３ ０．８６ １．００ ２９，９１３ ５．１ ７３８，８１１ ４．０ ３．９ ３．５

２６年１～３月 １２１，５５０ １９．４ ２９，３０３ １６．８ ０．８１ １．００ ３０，５８９ １１．６ ７６８，５２９ ７．０ ４．６ ３．７
４～６月 ４２２，００４ ２０．５ ４６，５６３ １４．４ ０．７７ ０．８９ ２９，９９１ ７．６ ７２３，９７４ ７．２ ４．１ ３．７
７～９月 ２６５，９６８ △２４．４ ４１，５３２ △３．９ ０．８５ ０．９７ ３０，０７６ ３．６ ７３７，５９３ ３．９ ３．４ ３．６
１０～１２月 １０１，０４３ △１８．７ ３０，５４２ △６．０ ０．９１ １．０５ ２７，３１６ ３．６ ６９７，４８２ １．５ ４．４ ３．３

２７年１～３月 ８６，３５０ △２９．０ ２６，５８４ △９．３ ０．９１ １．１０ ３２，２７０ ５．５ ７９６，１９７ ３．６ ３．８ ３．５
２６年 ３月 ９８，１５９ ３７．５ １４，５６８ １８．１ ０．８２ ０．９９ ３１，６１２ ９．５ ７３６，４８８ ４．２ ４．６ ３．８

４月 １６１，５４３ ５０．５ １７，５８３ １０．０ ０．７６ ０．９０ ３２，０９０ ９．３ ７６３，３０４ ９．３ ↑ ３．９
５月 １２５，１９６ ７．９ １３，１２６ ２１．１ ０．７６ ０．８８ ２８，９１６ ８．２ ７０４，９７８ ３．７ ４．１ ３．６
６月 １３５，２６５ ６．６ １５，８５５ １４．３ ０．７９ ０．９０ ２８，９６６ ５．４ ７０３，６４１ ８．６ ↓ ３．７
７月 １２３，４３０ △２３．０ １６，２７３ ３．５ ０．８３ ０．９５ ３１，２８１ ２．２ ７６５，４０３ ４．８ ↑ ３．８
８月 ７４，８５４ △２７．８ １１，２７６ △８．１ ０．８５ ０．９７ ２８，２１４ ２．２ ６９２，２８５ △０．１ ３．４ ３．５
９月 ６７，６８４ △２３．１ １３，９８４ △８．２ ０．８８ １．００ ３０，７３４ ６．３ ７５５，０９０ ７．０ ↓ ３．５
１０月 ５２，６３８ △２１．０ １３，１６１ △７．４ ０．９０ １．０２ ３２，２０３ １．６ ８００，５７４ １．８ ↑ ３．５
１１月 ２５，０６２ △２９．６ ８，４３７ △１０．４ ０．９１ １．０４ ２５，８８８ １．１ ６５７，６５６ △３．３ ４．４ ３．３
１２月 ２３，３４３ ５．８ ８，９４４ １．０ ０．９２ １．０９ ２３，８５７ ９．５ ６３４，２１６ ６．７ ↓ ３．２

２７年 １月 １２，０９１ １８．２ ６，７０８ △１３．７ ０．９０ １．１０ ３１，９６４ ５．７ ８３５，０７８ ３．４ ↑ ３．５
２月 １４，２４８ ８．３ ７，１２２ ２．３ ０．９１ １．１１ ３１，２７７ ４．６ ７７６，２３６ １．９ ３．８ ３．５
３月 ６０，０１１ △３８．９ １２，７５５ △１２．４ ０．９０ １．０８ ３３，５６９ ６．２ ７７７，２７６ ５．５ ↓ ３．５

資料 北海道建設業信用保証�ほか２社 厚生労働省
北海道労働局

厚生労働省
北海道労働局 総務省

■年度および四半期
の数値は月平均値。

■年度及び四半期の数値は、月平均値。■年度の数値は四
半期の平均値。

年月

消費者物価指数（生鮮食品除く総合） 企業倒産件数
（負債総額１，０００万円以上） 円相場

（東京市場）
日経
平均
株価北海道 全国 北海道 全国

２２年＝１００ 前 年 同
月比（％）２２年＝１００

前 年 同
月比（％） 件 前 年 同

月比（％） 件 前 年 同
月比（％） 円／ドル 円

月（期）末
２３年度 １００．３ ０．４ ９９．８ ０．０ ４６４ １．８ １２，７０７ △２．７ ７９．０５ １０，０８４
２４年度 １００．３ ０．０ ９９．６ △０．２ ４３２ △６．９ １１，７１９ △７．８ ８３．０８ １２，３９８
２５年度 １０１．５ １．２ １００．４ ０．８ ３３３ △２２．９ １０，５３６ △１０．１ １００．２３ １４，８２８
２６年度 １０４．５ ３．０ １０３．２ ２．８ ２９１ △１２．６ ９，５４３ △９．４ １０９．９２ １９，２０７

２６年１～３月 １０１．８ １．５ １００．６ １．３ ９２ △１６．４ ２，４６０ △１１．５ １０２．７８ １４，８２８
４～６月 １０４．７ ３．９ １０３．３ ３．３ ７７ △１９．８ ２，６１３ △８．０ １０２．１４ １５，１６２
７～９月 １０４．９ ３．５ １０３．５ ３．２ ７３ △３．９ ２，４３６ △８．６ １０３．９２ １６，１７４
１０～１２月 １０４．９ ２．８ １０３．４ ２．７ ５９ △１４．５ ２，２２２ △１３．６ １１４．５６ １７，４５１

２７年１～３月 １０３．５ １．７ １０２．７ ２．１ ８２ △１０．９ ２，２７２ △７．６ １１９．０７ １９，２０７
２６年 ３月 １０２．１ １．５ １００．８ １．３ ４０ △７．０ ８１４ △１２．３ １０２．２７ １４，８２８

４月 １０４．４ ３．７ １０３．０ ３．２ ３２ ３．２ ９１４ １．６ １０２．５６ １４，３０４
５月 １０４．８ ４．１ １０３．４ ３．４ １９ △３８．７ ８３４ △２０．１ １０１．７９ １４，６３２
６月 １０４．９ ３．８ １０３．４ ３．３ ２６ △２３．５ ８６５ △３．５ １０２．０５ １５，１６２
７月 １０４．８ ３．７ １０３．５ ３．３ ２４ △１１．１ ８８２ △１３．９ １０１．７２ １５，６２１
８月 １０４．９ ３．６ １０３．５ ３．１ ２８ ３．７ ７２７ △１１．２ １０２．９６ １５，４２５
９月 １０５．０ ３．１ １０３．５ ３．０ ２１ △４．５ ８２７ ０．８ １０７．０９ １６，１７４
１０月 １０５．０ ３．０ １０３．６ ２．９ ２２ △１５．４ ８００ △１６．５ １０８．０６ １６，４１４
１１月 １０４．８ ２．８ １０３．４ ２．７ １４ △４４．０ ７３６ △１４．６ １１６．２２ １７，４６０
１２月 １０４．８ ２．７ １０３．２ ２．５ ２３ ２７．８ ６８６ △８．５ １１９．４０ １７，４５１

２７年 １月 １０３．７ １．９ １０２．６ ２．２ ２３ △２８．１ ７２１ △１６．５ １１８．２４ １７，６７４
２月 １０３．１ １．５ １０２．５ ２．０ ２０ ０．０ ６９２ △１１．５ １１８．５７ １８，７９８
３月 １０３．７ １．６ １０３．０ ２．２ ３９ △２．５ ８５９ ５．５ １２０．３９ １９，２０７

資料 総務省 �東京商工リサーチ 日本銀行 日本経済新聞社

■年度及び四半期の数値は、月平均値。 ■円相場は対米ドル、インター
バンク中心相場の月中平均値。

主要経済指標（４）

― ３７ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１５年６月号
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調査レポート 20062015

6
227

●道内経済の動き 
●平成27年度道内企業の新規採用と雇用動向 
●「信託」「一般社団法人」を活用した相続・贈与・事業承継 
●平成26年度北洋銀行ドリーム基金助成企業のご紹介（下） 
●上海・大連のラーメン店事情～中国での「日式ラーメン」店の展開について～ 

調査レポート 2015.6月号（No.227） 
平成27年 （2015年） 5月発行 
発　　　行　　株式会社　北洋銀行 
企画・制作　　株式会社　北海道二十一世紀総合研究所　調査部 
　　　　　　　電話 （011）231- 8681

＜本誌は、情報の提供のみを目的としています。投資などの最終 
判断は、ご自身でなされるようお願いいたします。＞ この印刷物は環境にやさしい「大豆インキ」 

古紙配合率100％紙を使用しています。 

Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／北洋調査レポート　表紙１５０　本文１３３／Ｎｏ．２２７／表紙／北洋銀行　ＤＩＣ２２１  2015.05.20 18.31.38  Page 1 
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